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輸入小麦の政府売渡価格の改定と 
今後の課題について

輸入小麦の政府売渡価格については本年10月から3％引上げられることが8月22
日に決定された。今回の決定も従前同様、相場連動制のルールに基づき、直近6
ヶ月間の本年3月〜8月の平均買付価格をもとに算定されたものである。当初6月
までの4ヶ月間の買付価格は軟調であったものの、6月下旬以降、米国トウモロコ
シ、大豆産地において大干ばつに見舞われたこと及びロシアなど黒海沿岸諸国で
の小麦減産見通しを受けて、7月、8月政府の買付価格が高騰したことにより、政
府売渡価格は3％の小幅引上げとなった。また、今回の価格公表において、従来
と異なりハード・セミハード系（主にパン・中華めん用）、ソフト系（主に日本めん・
菓子用）と用途別小麦ごとの政府売渡価格が公表されている。これは農林水産省
として製粉企業の小麦粉価格改定が大きくハード・セミハード系とソフト系に分
けて行われている状況を踏まえて、消費者等への情報提供の観点からハード・セ
ミハード系の輸入小麦売渡価格はほぼ変更ないのに対して、ソフト系の輸入小麦
売渡価格は8％と比較的大きく引上げとなることを示したものである。
相場連動制は半年間ごとに小麦銘柄別の政府買付価格が平準化され算定される
ため、短期的な相場変動が吸収されるという点において、政府による価格安定性
の機能を発揮しているが、穀物相場は今後も様々な要因によって大きく上下する
ことが想定され、その動向等には引き続き十分に注意を払っていく必要がある。
今回の価格改定を踏まえて、今後の課題として次の3つを整理したい。
まず、相場連動制においては政府から製粉産業への価格反映は確実に行われて
いるが、実際に流通価格までの反映は必ずしも適切に反映されている状況にはな
っていない。特に、価格引上げ局面においては、デフレ市場環境でもあり、製粉
産業、小麦二次加工産業は自助努力によるコストダウンや利益を削ることで対応
することを余儀なくされている。相場連動制自体は透明性の高い仕組みであるが、
国内の小麦関連産業が疲弊していくようなことになれば、政策的、財政的にいか
に規律を持っていたとしても、仕組みとして十分に機能していないと言える。特
に5％未満の小幅改定については末端価格までの反映の難易度がさらに高まる。
そのため、例えば政府売渡価格の変動が5％までの小幅改定を見送り、次回の価
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格改定でその分を併せて改定するようなルールを構築することも考えられる。そ
の場合、中期的には財政負担が増えることはなく、制度の透明性を確保した上で
の仕組みの改善が可能となる。また、検討に際して、現時点では輸入小麦は銘柄
別の買付価格の変動を踏まえて、政府売渡価格の変動幅は小麦銘柄別に異なって
いるが、価格の安定性を確保するためには主要5銘柄をプールして算定する考え
方もある。政府、小麦関連産業が一体となって、この重要な課題に対処していく
ことが望まれる。
次に、政府売渡価格の改定時期と小麦粉価格の改定時期のずれが拡大している
課題についても対応を検討する必要がある。平成22年10月の即時販売方式導入に
伴って、製粉産業が約2．3ヶ月分の備蓄小麦を保有することになったことにより、
本来、国際小麦相場の動向を迅速に反映させるとの相場連動制の主旨が機能しな
い状況が継続している。こうした事態を放置しておくと、今後、例えば国際小麦
相場は大きく下がっているのに対して、小麦粉価格は大きく引上げられるような
ことも考えられる。課題解決に向けて政府、製粉産業等の関係者は協議を行い、
仕組みの改善を検討していくことが望まれる。
最後に、今回の輸入小麦の政府売渡価格の決定において、用途別小麦ごとの売
渡価格が参考値として公表されたが、政府として適切な情報提供をするための工
夫であり、今後も知恵を絞って対応していくことが望まれる。また、こうした工
夫、対応については固定的にとらえるのではなく、その都度情勢の変化によって
内容も変わっていくものであると考える。繰り返しとなるが、前述した政府売渡
価格の小幅改定は、小麦関連産業の利益に与える影響は小規模ではないこと、小
麦需要の約9割を輸入に頼る我が国においては、現在の備蓄の仕組みは重要であ
るが、輸入小麦の民間備蓄制度によって製粉産業の在庫が増加して、小麦粉価格
への反映にずれが生じていることなどについて、政府、小麦関連産業の関係者の
役割として消費者等へ広く周知を行い、理解が得られるように努めていくことが
大切である。
今後、農林水産省は本年3月の「食品産業の将来ビジョン」の策定を踏まえ、「麦
関連産業の課題への対応方向」について議論を開始する予定としている。その中
では、主要食糧である小麦の数量並びに価格の安定供給を継続していくために、
製粉産業をはじめとする小麦関連産業が国内で競争力を確保することが議論の前
提となることを改めて確認した上で、相場連動制の課題についても真剣に議論し
ていくことが望まれる。
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1．はじめに

戦後の多様化する食品ニーズに応えて成長し

てきた我が国の食産業は、如何に消費者に的確

な情報とセットで食品を届けるかということに

努めてきた。

また、一方の消費者サイドにおいても時代の

変遷とともに、食品に関して求める情報も多岐

にわたり関心も強まってきた。

これら、食品の供給サイドと消費サイドをつ

なぐ情報伝達媒体の一つが表示であり、両者を

信頼という絆で結ぶ重要な機能を果たしてい

る。

戦後から現在に至る食品表示制度の変遷につ

いては、本誌1）においても記したように、高度

経済成長期に入りつつある昭和30年代半ば頃ま

では、消費者の食品の表示に対する関心や問題

はさほど大きくなかったが、「にせ牛缶事件」な

どの偽装事犯の発生や、豊かな食生活の進展に

伴う付加価値情報ニーズの高まり、さらにはコ

ーデックス等国際的調和の一環としてのルール

化などを背景に、食品表示関連法令の改正等が

なされ、特に平成に入ってから表示事項が増え、

複雑化していった（図1）。

こうした変遷は、まさに社会情勢の変化に伴

食品表示一元化の動向

池戸　重信

図1　主な食品表示制度の変遷
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う食生活の変化及び食品の供給形態であるフー

ドチェーンの変化等の象徴といってもよい。

特に、供給者と消費者との社会的・地理的距

離が遠くなりつつある中で、表示は両者を結ぶ

重要な媒体となっていることから、本来表示制

度そのものが両者にとって分かりやすいもので

あることが求められていることも事実である。

こうした背景のもと、消費者庁が創設された

ことを機に、それまで個別の目的の法律に基づ

き、個別の省庁が所管してきた当該制度を一元

化することとなった。ただし、一元化とは単に

個別法を物理的に一体化することではなく、こ

の機会にこれまでの表示に関する課題を整理

し、現状にあった分かりやすい新たな表示制度

を構築することであり、その検討のための検討

会を設置し、約1年間の検討結果、先頃その報

告書が公表された。

以下、その報告書内容を中心に解説する。

2．食品表示一元化の必要性

昭和43年に制定された「消費者保護基本法」

は、平成16年に改正され、名称も「消費者基本法」

となった。同法の基本理念として、安全性の確

保や商品及び役務についての自主的かつ合理的

な選択の機会の確保等の権利が規定されてい

る。これは、消費者像をそれまでの「保護され

る者」から「自立した主体」として位置づける消

費者政策の転換を意味するものであり、これら

自立を図る上でも、適切な情報の提供が前提と

なる。更に、消費者基本法では、消費者は、自

ら進んで消費生活に関して必要な知識を習得

し、必要な情報を収集する等自主的かつ合理的

な行動に努めなければならないとされている。

すなわち、表示は、消費者に対する明確かつ平

易な形での情報提供を事業者に促し、消費者自

ら適切な判断を行う前提となるものとして位置

づけられる。

ところで、現在食品一般を対象として、その

内容に関する情報を提供させている法律には、

食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法があ

る。これらの法律は、戦後まもなく各々異なっ

た目的で制定された。また、各々の目的のもと

に表示の規定のみが定められているものではな

く、むしろ制定当初は表示以外の施策を主体に

規定がされていた。

なお、食品表示関連法は、前記3法以外にも

あるが、景品表示法、不正競争防止法、計量法

などは、食品に限定せず、広く商品等を規制対

象とするものである。また、酒税の保全及び酒

類業組合等に関する法律、牛の個体識別のため

の情報の管理及び伝達に関する特別措置法、米

穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の

伝達に関する法律等は、食品一般を対象とする

ものではなく、特定の食品を対象とするもので

あり、かつ、当該食品に係る諸制度の一部とし

て表示制度が設けられているものである。

これらの法律に基づき表示のルールの密度が

高まってきたのは、前記の消費者保護基本法制

定以降であり、同法の制定は昭和35年に発生し

たにせ牛缶事件が契機と言われている。この事

件は、戦後の消費者の食品に対するニーズが量

から質に転換したターンニングポイントを象徴

したものといえる。

いずれにしても、上記3法制定後半世紀以上

経ても、食品表示に関する目的は各々別個のも

のであることは変っていない。すなわち、食品

衛生法においては、食品の安全性の確保のため

に公衆衛生上必要な情報、JAS法においては、

消費者の選択に資するための品質に関する情

報、そして健康増進法においては、国民の健康

の増進を図るための栄養成分及び熱量に関する

情報を対象としたものである。特に食品衛生法
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とJAS法の間には重複がみられるものがあり、

また、用語の使われ方も異なるものがあるなど、

現行の食品表示制度は、複雑で分かりにくいも

のとなっていることから、両法律を所管してい

た厚生労働省と農林水産省の連携のもと、平成

14年に「食品の表示に関する共同会議」を設置

し、審議の一元化を図って、期限表示の統一な

ど徐々に複雑な仕組みの改善がなされてきたと

ころである。しかし、所管省庁が分かれている

中で、食品表示制度を完全に統合するには至ら

なかった。

その後、平成21年9月に消費者庁が設置され、

食品衛生法、JAS法等に基づく表示基準の策定

事務を一元的に所管する食品表示課が設置され

た。このように、先ず組織面で一元化がなされ

たことにより、食品表示制度それ自体について

も、一元化の実現可能性が高まった。また、消

費者庁設置後、食品表示制度の運用面での改善

がなされる一方で、課題の把握もなされ、一定

の整理がなされたことから、平成23年9月に「食

品表示一元化検討会（以下「検討会」）」が設置さ

れた。

検討会の開催要領には、趣旨として「これま

で、消費者庁においては、農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律、食品衛生法、

健康増進法等の食品表示の関係法令の統一的な

解釈・運用を行うとともに、現行制度の運用改

善を行いつつ課題の把握等を行ってきたところ

である。今般、課題の把握等について一定の成

果が得られたこと等から検討会を開催し、消費

者、事業者の御意見も伺いつつ、食品表示の一

元化に向けた検討を開始する。」とされており、

検討項目としては、①食品表示の一元化に向け

た法体系のあり方、②消費者にとってわかりや

すい表示方法のあり方、③一元化された法体系

下での表示事項のあり方等とされている。

図2　一元化の法体系のイメージ（案）

資料：消費者庁「第3回食品表示一元化検討会」資料より
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なお、一元化とは前記3法で規定している全

ての内容を統合するものではなく、食品表示制

度の一元化とは、上記の各法のうち、食品表示

制度に関する規定を抜き出して、これらを統合

した新法を制定することである（図2）。

3．品質表示に対する消費者の意識

ところで、食品表示の利用主体である消費者

の意識はどうであろうか？

消費者庁が平成23年12月末に実施した「食品

表示に関する消費者の意向等調査」（Webアン

ケート、有効サンプル数：1,083人）結果2）によ

れば、買い物をする際（場所はスーパーマーケ

ットが圧倒的に多かった）の表示の確認事項と

して、「価格」（81.5％）が最も多く、次いで「消

費期限・賞味期限」（71.0％）、「商品名」（52.8％）、

「一括表示」（43.5％）、「メーカー・ブランド名」

（35.6％）の順となった。

また、加工食品を購入する際、商品選択のた

めに参考とする表示事項は、「いつも参考にし

ている」と「ときどき参考にしている」を合わせ

ると、「価格」（91.9％）が最も多く、「消費期限・

賞味期限」（87.4％）、「原材料名」（72.9％）、「内

容量」（70.7％）、「輸入品の原産国・製造国」（69.9

％）の順となった。

一方、実際に商品を購入する際に知りたい情

報が「いつもすぐ見つけることができる」のは、

「名称（一般的名称）：「魚肉練り製品」「スナック

菓子」等」（75％）が最も多く、次いで「原材料名」

（57.2％）、「内容量」（56.9％）、「消費期限・賞味

期限」（55.8％）の順となった。

見つけにくいとした理由は、「文字が小さす

ぎて見つけにくい」「表示事項が多すぎて見つけ

にくい」の割合が高かった。

また、現行表示の分かりやすさに関する調査

によれば、「名称」「内容量」「原材料名」「消費期

限・賞味期限」「製造者、販売者等の名称及び所

在地」は分かりやすいという回答が多かった一

方で、「アレルギー（特定原材料）の表示」「食べ

方、調理方法に関する事項」「遺伝子組換え表示」

「食品添加物」「輸入品の原産国・製造国」は分か

りにくいという回答が多かった。

分かりにくい理由は、全ての事項において4

割～6割の方が「文字が小さいため」を挙げてい

た。

この関連で、「食品の表示をより分かりやす

く、活用しやすいものにするためにどんなこと

が必要だと思うか」という質問に対し、「表示項

目を絞り、文字を大きくする」（72.6％）が、「小

さい文字でも多くの情報を載せる」（27.4％）の

回答に比べて多く、容器包装以外の表示媒体（ウ

ェブやPOP表示等）の利用に対しては、「できる

だけ多くの情報を容器包装に表示する」（50.4

％）と、「容器包装に載せる事項を重要なものに

限り、それ以外は容器包装以外の表示媒体（ウ

ェブやPOP表示等）を活用して任意に伝達する」

（49.6％）の回答がほぼ半々であった（図3）。

4．新しい食品表示制度の在り方

食品表示制度は、消費者にとって真に必要な

表示について、事業者の実行可能性等を十分に

踏まえた上で、表示基準を定め一定の事項の表

示を義務付けることを基本とするものである。

また、新たな食品表示制度の検討に当たっては、

消費者がその表示を見付け、実際に目で見て（見

やすさ）、その内容を理解し、消費者が活用で

きる（理解しやすさ）ものになっているか否かの

視点をもって検討を行う必要がある。

（1）新制度の目的の定め方

新しい食品表示制度の目的については、前記

のような食品の特性及び消費者基本法の基本理

念の趣旨を踏まえ、食品の安全性確保に係る情
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報が消費者に確実に提供されることを最優先と

し、これと併せて、消費者の商品選択上の判断

に影響を及ぼす重要な情報が提供されることと

位置付けることが適当と考えられる。

（2）用語の統一

現行では、食品衛生法とJAS法で定義が異な

るものがあり、これらの用語の統一・整理を行

うことが適当である。なお、具体的な表示の方

法等については、現行制度では、法律、府令、

告示等のほか、通知やいわゆるQ＆Aによって

ルールが定められている。特に、食品衛生法に

関しては、必要に応じ、随時通知が発出されて

おり、ルールの全体像を把握することが難しく

なっている状況にある。このため、これらを一

括して整理し、ルール全体を一覧できるように

することが適当である。

（3）情報の重要性の整序

情報の重要性は消費者によって異なり、アン

ケート結果によれば、商品に表示されている事

項の全てを見ている消費者は必ずしも多くはな

いことから、新たな表示制度は、表示事項全て

の情報が消費者に伝わることを前提として、で

きる限り多くの情報を表示させることを基本に

検討を行うことよりも、より重要な情報がより

確実に消費者に伝わるようにすることを基本に

検討を行うことが適切と考えられる。

また、情報の重要性は、生鮮食品、加工食品

など食品によっても異なる。

これらを踏まえ、新たな食品表示制度の検討

に当たっては、情報の重要性に違いがあること

を前提とした制度設計とすることが適切と考え

られる。

（4）表示の見やすさ（見付けやすさと視認性）

情報の重要性は消費者によって異なる。しか

し、表示義務を課すことにより行政が積極的に

介入すべき情報のうち、全ての消費者に確実に

伝えられるべき特に重要な情報として、アレル

ギー表示や消費期限、保存方法など食品の安全

性確保に関する情報が位置付けられると考えら

れる。

前記のWEBアンケート結果や、今後の高齢

化が進展する中で、消費者がきちんと読み取れ

図3　文字の大きさと情報量の選択に関する消費者の意識
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る文字のサイズにすることが特に必要であり、

このような観点からも、文字を大きくすること

の必要性は高いと考えられる。

このため、現行の一括表示による記載方法を

緩和して一定のルールの下に複数の面に記載で

きるようにしたり、一定のポイント以上の大き

さで商品名等を記載している商品には義務表示

事項も原則よりも大きいポイントで記載するな

ど、食品表示の文字を大きくするために、どの

ような取組が可能か検討していく必要がある。

5．義務表示事項の範囲

（1）基本的な考え方

前記のとおり、食品表示制度の目的の中でも、

食品の安全性確保に係る情報が消費者に確実に

提供されることが最も重要であり、表示を義務

付ける事項の検討に当たっては、食品の安全性

確保に関わる事項を優先的に検討するととも

に、食品の安全性確保に関わらない事項につい

て表示の義務付けを検討するに当たっては、消

費者にとってどのような情報が真に必要な情報

であるか否かよく検証することが必要である。

また、表示を義務付ける以上、基本的に、規模

の大小を問わず全ての事業者が実行可能なもの

であるか否か、また、表示内容が正しいか事後

的に検証可能なものであるか否かの検討が必要

である。このため、消費者への情報提供を充実

させていく上で、商品の容器包装への表示が良

いのか、むしろ、代替的な手段によって商品に

関する情報提供を充実させた方が良いのか、事

業者の実行可能性に影響を及ぼすような供給コ

ストの増加があるのか、さらに、監視コストそ

の他の社会コストなど総合的に勘案した上で、

消費者にとってのメリットとデメリットをバラ

ンスさせていくことが重要である。

（2）現行の義務表示事項の検証

現行で義務表示の対象となっている事項とし

て、例えば、加工食品については、名称、原材

料名、食品添加物、内容量、期限表示、保存方

法、製造者等の名称及び所在地、アレルギー物

質、原産国名（輸入品）などがある。いずれも、

具体的にみてみると、長年の議論の積み重ねの

下にその必要性が認められてきたものである。

これまでの議論も踏まえつつ、食品表示の一元

化に当たって優先順位の考え方を導入する機会

に、情報の確実な提供という観点から現行の義

務表示事項について検証を行うべきである。

（3）新たな義務付けを行う際の考え方及び将来

的な表示事項の見直し

現在表示が義務付けられていない事項につい

ても新たに表示や情報提供を義務付けたり、制

度の適用範囲を容器包装以外にも拡大しようと

する場合には、優先順位の考え方を活用すべき

である。すなわち、それが「より多くの消費者

が重要と考える情報」かどうかという観点から、

優先順位をつけて検討すべきであり、容器包装

以外の媒体によって必要な情報を提供すれば、

容器包装への表示は省略することができるとい

った形で、消費者だけでなく、事業者にとって

も選択の余地があるという意味で望ましい制度

とすることも考えられる。一方、将来において

も、優先順位に留意しつつ、必要に応じて表示

事項を見直すことも重要である。このような観

点からの見直しが可能となるよう、義務表示事

項を柔軟に変更できるような法制度とすること

が必要である。また、国際的には、コーデック

ス委員会において、食品表示の在り方等の議論

について進展がみられるところであり、諸外国

においても、近年、食品表示制度の見直しが進

められているところである。これらの動向を踏

まえることも必要である。

製粉振興 2012. 9 10

05-14_解説3(池戸)_通2



6．事業者による自主的取組の促進と行政によ

る消費者への普及啓発の充実

消費者のニーズに対応することは、消費者と

事業者の信頼関係を構築する上で非常に重要で

あり、法令に基づき表示が義務付けられたもの

以外であっても、消費者へ提供される情報を充

実させるため、消費者の適切な商品選択が図ら

れるよう、義務表示事項としない任意表示事項

について、ガイドラインの整備等により、事業

者の自主的な情報提供の取組を充実させること

が適当と考えられる。一方、消費者自らが食品

及び食品表示に対する知識を高めていくととも

に、これにより消費者が入手できる情報の中か

ら自身が必要なものを取捨選択し、適切な商品

選択ができるようにしていくことも重要であ

る。行政としては、そのような消費者の取組が

促進されるよう、食品表示制度や食品に関する

諸々の情報に関する普及啓発を充実させていく

ことが必要である。

7．新たな食品表示制度における適用範囲の考

え方

現行の食品表示制度については、原則として、

容器包装入りの加工食品を主な対象とし、表示

基準を定め一定の事項の表示を義務付けている

ものであり、新たな食品表示制度においても、

容器包装入りの加工食品を対象の基本とするこ

とが適当である。一方、社会構造の変化による

食の外部化の流れや、インターネットの普及等

による新たな消費行動の定着などを踏まえた上

で、新たな食品表示制度における適用範囲を検

討することも必要である。

（1）中食・外食等の取扱い

現行の食品表示制度では、中食や外食には、

一部を除き、食品衛生法やJAS法に基づく表示

義務は、原則として課されていない。これは、

中食や外食には、調理や盛りつけ等により原材

料や内容量等にばらつきが生じたり、日替わり

メニュー等の表示切替えに係る対応が困難であ

るといった課題や特徴があり、また対面で販売

されることが多く予め店員に内容を確認した上

で購入することが可能であることや、表示切替

えに伴うコストが相当なものになるためであ

る。一方で、アレルギー物質に係る情報を食品

表示として充実させることは非常に重要なこと

から、消費者庁は、関係省庁と連携しつつ、ア

レルギー表示に関するガイドラインの策定を支

援するなど必要な環境整備を進めることが適当

である。

（2）インターネット販売等の取扱い

国民のおよそ8割がインターネットの利用者

であり、また高齢者を中心に食品購入や飲食の

アクセス機会が確保できない事態に対しても高

い利便性を持つインターネット販売が重要な役

割を果たすことが期待されていると考えられ

る。一方で、インターネット販売の形態として

は、ネットスーパーのように小売店で実際に売

られている膨大な商品を取り扱っているものか

ら、個人が独自のサイトを通じて食品を販売す

るものまで、極めて多様な実態があることを考

慮する必要がある。

以上のことを踏まえ、インターネット販売に

おける食品の情報提供の在り方については、専

門的な検討の場を別途設け、消費者のニーズを

踏まえつつ、専門家を交えて検討を重ねること

が必要である。

8．新たな食品表示制度における栄養表示の考

え方

（1）健康・栄養政策における課題

健康の維持・増進は国民全ての願望であり、

健康寿命を延ばすことは重要な課題である。健
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康な生活を維持するためには色々な要素が関連

するが、中でも日々の食生活が大きく影響して

いる。近年における国民の栄養状況を見ると、

20－60歳代男性の約3割が「肥満」となっている

一方で、20歳代の女性の約3割が「やせ」となっ

ており、また、全摂取熱量に占める脂肪の割合

や食塩の摂取量も目標値を超えている。これら

の状況は生活習慣病の増加にも影響し、ひいて

は医療費の増大にも繋がっている。こうした状

況を背景に、国の健康・栄養政策に関しては、

平成12年に、10年間を目標期間として国民健康

づくり運動の方針「健康日本21」が策定された。

更に、「健康日本21」の次期方針として平成24年

7月に策定された「健康日本21（第2次）」において

は、非感染性疾患の予防の観点から、栄養・食

生活における生活習慣の改善のため適正体重を

維持している者の増加や食塩摂取量の減少や新

たに社会環境の改善に取り組むことが基本的な

方向の一つとして示される中、その取組を促す

ため食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品

企業数等の増加などの具体的目標を掲げてい

る。

一方、平成12年には文部省（現在の文部科学

省）・厚生省（厚生労働省）・農林水産省の3省が

決定し、その推進について閣議決定された「食

生活指針」が策定され、同指針に基づく栄養改

善活動もなされてきた。

今回の栄養表示のあり方は、こうした栄養施

策の一環として、個人の行動に変化を促すため

の環境作りを促進するために重要な役割を果た

すことを期待するものとして位置づけされる。

（2）国際的な栄養表示制度の動向

国際的には、コーデックス委員会が、平成20

年の第31回総会において、栄養表示ガイドライ

ン（CAC/GL 2-1985）に関し、 栄養表示の義務

化などについて新規で検討を行うことを決定

し、同委員会の食品表示部会において検討が行

われ、平成24年5月に行われた第40回食品表示

部会では、国内事情が栄養表示を支持しない場

合を除き、予め包装された食品の栄養表示を義

務とすべき、ただし、栄養あるいは食事上重要

ではない食品又は小包装の食品等の食品は表示

義務の対象外としてもよいとの見直し案が合意

され、同年7月の第35回コーデックス委員会総

会において同見直し案が採択されたところであ

る。

また、既に栄養表示の義務化が導入されてい

た米国に続き、このような動きに歩調を合わせ

る形で、南米諸国や中国、インド、韓国、オー

ストラリアやニュージーランドなどの各国で栄

養表示の義務化が進められてきた。 欧州連合

（EU）においても、平成23年11月に、食品表示

に関する新規則が公示され、同年12月に発効し

た。栄養表示の在り方を考える上では、このよ

うな国際的な動向や各国の表示の実態などを踏

まえつつ、検討を行うことも必要である。

（3）新しい栄養表示制度の枠組み

義務化の対象食品としては、原則として、予

め包装された全ての加工食品とする一方、消費

者全体にとって栄養の供給源としての寄与が小

さいと考えられるものなどは対象外とすること

が適当である。

対象事業者は、原則として、事業規模等によ

る事業者単位の適用除外は行わず、全ての事業

者を対象とする一方、例外として、家族経営の

ような零細な事業者に過度の負担がかかるよう

であれば、適用除外とすることが適当である。

対象とする栄養成分については、表示の対象成

分を予め決めてしまうと、その後変更すること

は容易ではないため、環境整備後の状況を踏ま

えつつ、実際の義務化施行までに対象成分を決

めることが適当である。なお、コーデックス委
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員会の栄養表示ガイドラインにおいて、栄養表

示を行う際に必ず表示すべき栄養成分として定

められているものには、現行の一般表示事項（エ

ネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナ

トリウム）のほかにも飽和脂肪酸や糖類がある。

対象成分の検討に当たっては、これらを含め、

各国の義務表示の実態を踏まえつつ、幅広く検

討する必要がある。

表示値の設定方法については、現行制度の表

示値と実際の含有量との間の差の許容範囲につ

いて、バラツキが大きくなると考えられる食品

を含め、幅広い食品に栄養表示を付することが

できるようにするため、現行の許容範囲に縛ら

れない計算値方式の導入、低含有量の場合の許

容範囲の拡大、幅表示の活用等を図ることが適

当である。

（4） 栄養表示の義務化に向けての環境整備

一定程度の猶予期間を設けた上で栄養表示の

義務化を円滑に進めるためには、消費者庁とし

て、現行の表示基準の改正を速やかに行うべき

であり、その上で、事業者に対してより栄養表

示する食品を拡大するよう協力を求めるととも

に、消費者がよりきめ細かい健康管理を行うこ

とができるよう、表示する栄養成分の拡大を推

奨するなどの取組を進めるべきである。また併

せて消費者等への普及啓発の推進と認識醸成、

更には公的なデータベースの整備などの環境整

備を図っていくことが適当である。

（5） 義務化導入の時期

義務化導入の時期については、新法の施行後

概ね5年以内を目指しつつ、前記による環境整

備の状況を踏まえ決定することが適当である。

また、義務化の導入に先立って、新たな表示方

法による栄養表示を推奨するとともに、その取

組の過程で明らかになる問題点等について対応

策を検討し、新たな表示方法が多くの事業者に

とって表示しやすいものとなるよう改善を図っ

ていくことが適当である。

図4　食品表示制度の施行に向けたタイムスケジュール（案）
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9．加工食品の原料原産地表示

当該課題については、今回の検討会において、

これまでの「品質の差異」の観点にとどまらず、

新たな観点から原料原産地表示の義務付けの根

拠とすることについてかなりの時間を費やして

議論を進めたが、合意には至らなかった。当該

事項については、食品表示の一元化の機会に検

討すべき項目とは別の事項として位置付けるこ

とが適当である。

なお、当検討会における検討経緯は「加工食

品の原料原産地表示に関する検討会における議

論の経緯」3）として公表されており、 詳細につ

いては同資料を参考にされたい。

10．今後の対応について

以上、今回の検討会の報告書の概要を記した

が、今後これらの内容を踏まえ、法制局や関係

省庁との協議を経て新たな法律案が策定され、

閣議決定の方針に基づき今年度中に国会に提出

されることとなる。これと並行して、前記報告

書に記された各種の課題に関する個別検討がな

されるものと思われる。

また、国会の審議の結果、新法が制定されて

も施行までに一定の期間を置くとともに、 政

令・省令・告示等で規定する事項の検討もなさ

れ、これらに関する施行もその内容に応じた期

間が設定されるものと思われる（図4）。

いずれにしても、これらの進捗状況及び関連

情報を的確に把握することにより、新たな食品

表示制度への円滑な移行がなされることを期待

する次第である。
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1.はじめに
食の安全・安心財団（附属機関外食産業総合

調査研究センター）が6月に公表した2011年外食

産業市場規模推計値は、世帯1人当たり外食支

出額は微かに増加したものの、法人交際費等の

減少傾向等により、ほぼ前年並みの23兆475億

円（前年比1.7％減少）と推定された。（図1）

外食産業の市場規模は1997年の29兆702億円

をピークに減少傾向にあり、いったん06年07年

にプラスに転じたが、その後08年以来リーマン

ショックの影響から減少、09年からはギリシャ

危機に端を発する南ヨーロッパの財政危機の煽

りから日本経済への影響も懸念材料とされ、

2011年は4年連続の減少となった。昨年3月には

震災があり、回復傾向にあった消費マインドに

冷水を浴びせる事態となった。

本稿では、不況・震災の影響が続く、近年の

外食産業の動向及びその中でのめん類外食支出

の動向についてみていきたい。

2.2011年 外食産業市場規模推計値につい 

て
外食産業は、大きく分けて、食事の提供を主

とした「給食主体部門」と、飲料・酒類の提供を

主体とした「料飲主体部門」に分かれ、「給食主

体部門」は特定多数への食事提供を前提とした

「集団給食」（事業所・病院・学校など）と、それ

以外の「営業給食」に分類される。「営業給食」に

はいわゆる「飲食店」から、ホテル、旅館での飲

食・宴会など売上高である「宿泊施設」などが含

まれている。

これらの2011年の状況についてみると、「飲

めん類外食の動向

森　川　洋　子

図1　外食産業市場規模推計値と対前年増減率

資料：（財）食の安全・安心財団付属機関外食産業総合調査研究センター推計
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食店」は、前年より2.1％減少し、12兆2,282億円

となった。その内訳をみると、ファミリーレス

トランや定食店などの一般食堂、日本料理店、

西洋料理店、中華料理店・その他の東洋料理店・

焼肉店等を含む「食堂・レストラン」は対前年増

減率2.6％減少、立ち食いそば・うどん店も含

む「そば・うどん店」は同1.3％減少で1兆640億

円、回転すしを含む「すし店」は同0.0％、ファ

ストフードのハンバーガー店、お好み焼き店も

含む「その他の飲食店」は同1.8％減少し、1兆

3,284億円となった。（表1）

一方、ホテル・旅館の「宿泊施設」は、震災の

影響で稼働率が悪化し、 全体として前年より

3.1％減、事業所給食、病院給食などの「集団給

食」は同0.1％減、喫茶、居酒屋、パブなどの「料

飲主体部門」は0.6％減となった。

2011年の外食産業の市場規模は食堂・レスト

ランなど営業給食を中心とし、1昨年以来続く

リーマンショックからの縮小傾向を引きづった

まま、震災による営業休止や節電による時短営

業の影響を受け、最終的に2010年の市場規模を

割り込み、減少となった。

その後、震災から1年が経過した2012年3月に

は、昨年より自粛されていた宴会需要が増加し、

居酒屋やディナーレストランなど比較的客単価

の高い業態では売上が大きく伸びるなどの傾向

表1　外食産業市場規模（平成21年（2009）〜平成23年（2011））
実　　数（億円） 増減率（％）
平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

外食産業計 236,599 234,405 230,475 ▲3.5 ▲0.9 ▲1.7
給食主体部門 189,038 187,073 183,404 ▲3.2 ▲1.0 ▲2.0

営業給食 156,151 154,261 150,640 ▲3.4 ▲1.2 ▲2.3
飲　食　店 126,079 124,946 122,282 ▲1.8 ▲0.9 ▲2.1

食堂・レストラン 88,513 87,774 85,501 ▲2.5 ▲0.8 ▲2.6
そば・うどん店 10,667 10,785 10,640 ▲0.5 1.1 ▲1.3
すし店 13,452 12,863 12,857 ▲1.6 ▲4.4 ▲0.0
その他飲食店 13,447 13,524 13,284 1.5 0.6 ▲1.8

国内線機内食等 2,469 2,436 2,323 ▲2.9 ▲1.3 ▲4.6
宿　泊　施　設 27,603 26,879 26,035 ▲10.0 ▲2.6 ▲3.1

集団給食 32,887 32,812 32,764 ▲2.0 ▲0.2 ▲0.1
学　校 4,982 4,969 4,967 1.7 ▲0.3 ▲0.0
事業所 17,006 17,143 17,139 ▲4.5 0.8 ▲0.0

社員食堂等給食 11,830 11,960 11,950 ▲4.2 1.1 ▲0.1
弁当給食 5,176 5,183 5,189 ▲5.3 0.1 0.1

病　院 8,161 8,020 7,980 0.1 ▲1.7 ▲0.5
保育所給食 2,738 2,680 2,678 1.4 ▲2.1 ▲0.1

料飲主体部門 47,561 47,332 47,071 ▲4.6 ▲0.5 ▲0.6
喫茶・酒場等 20,163 20,213 20,118 ▲3.8 0.2 ▲0.5

喫茶店 10,045 10,189 10,182 ▲3.0 1.4 ▲0.1
居酒屋・ビヤホール等 10,118 10,024 9,936 ▲4.6 ▲0.9 ▲0.9

料亭・バー等 27,398 27,119 26,953 ▲5.2 ▲1.0 ▲0.6
料　亭 3,275 3,242 3,222 ▲5.2 ▲1.0 ▲0.6
バー・キャバレー・ナイトクラブ 24,123 23,877 23,731 ▲5.2 ▲1.0 ▲0.6

料理品小売業 60,858 62,084 62,979 0.1 2.0 1.4
 弁当給食を除く 55,682 56,901 57,790 0.7 2.2 1.6
 弁当給食（再掲） 5,176 5,183 5,189 ▲ 5.3 0.1 0.1

外食産業（料理品小売業を含む） 292,281 291,306 288,265 ▲ 2.7 ▲ 0.3 ▲ 1.0
資料：㈶食の安全・安心財団付属機関外食産業総合調査研究センター推計
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がみられた。4月に入ってからも3月に引き続

き、震災の影響から回復基調にあり、業界全体

の客数は前年比102.2％と伸び、ディナーレス

トランとファミリーレストランの伸びは回本格

回復を期待された。5月には、東日本を中心に

上旬・下旬には雷雨や竜巻などの天候不順、ま

た円高・株安・電力料金の値上げ、消費税増税

の動きなど経済の先行き不安から総じて消費ム

ードは後退し、震災後の外食需要の回復基調も

一段落している。

3.家計からみためん類外食
外食支出の動向からめん類外食の傾向を家計

調査からみてみる。図2は、総務省「家計調査」

から四半期ごとの外食支出金額について、2002

年Ⅱ期から2011年Ⅳ期までの1人当たり食事代

に占める外食支出の3期移動平均値の3年毎の変

化である（Ⅰ期＝1～3月、Ⅱ期＝4～6月、Ⅲ期

＝7～9月、Ⅳ期＝10～12月）。

全般的に外食支出が減少していることに加

え、 外食に占める支出のうち、2002年Ⅱ期と

2012年Ⅳ期をみると、「他のめん類外食」が160

円から187円と若干上昇しているものの、「中華

そば」が617円から577円、「日本そば・うどん」

は531円から520円と、比較的支出金額は少ない

傾向がここ10年続いている。

これをもう少し詳しくみてみる。図3は、同

調査から1人当たり食事代の対前年比（折れ線）

と食事代に占める各外食の寄与度を示したもの

である。ここでは、「日本そば・うどん」「中華

そば」「他のめん類外食」を「麺類全体」の合計と

している。

全体的には、「他の主食的外食」の1人当たり

食事代に対する寄与度が大きいことがわかる

が、「めん類外食」に関しては、2005年、2008年、

2010年の食事代対前年比がそれぞれ−2.16、

0.77、−1.90を示している年に（2010年に関して

は、前年対比自体は上昇しているがマイナス推

図2　食事代に占める外食構成の3期移動平均の3年毎変化

資料：総務省「家計調査」
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図3　1人当たり食事代の対前年比と食事代に占める外食形態の寄与度

資料：図2に同じ。
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移している）、わずかではあるが「めん類外食」

の寄与度はそれぞれ、0.125、0.19、0.34とプラ

スの寄与度を示している。他の「和食」「洋食」「ハ

ンバーガー」「他の主食的外食」も類似の傾向を

示す年もみられるが、「めん類外食」は、1人当

たり食事代の対前年比が減少している際に、プ

ラスの寄与度が現れていることが特徴的であ

る。

次に、年齢別にみためん類外食支出をみてみ

る。

図4は、「29歳以下」「30～39歳以下」「40～49歳

以下」「50～59歳以下」「60～69歳以下」「70歳以

上」における、「外食食事代」、「日本そば・うど

ん」、「中華そば」、「他のめん類外食」の2000年

から2010年の一人当たり支出に関する5年ごと

にみた変化である。各年ともほぼ同様の形状で

あるが、「日本そば・うどん」はスパゲッティな

どの「他のめん類外食」が「49歳以下」の層で高

く、「中華そば」に関しても、「29歳以下」と「30

～39歳以下」の層で伸びている傾向がある。「日

本そば・うどん」も若い層よりは「60～69歳以下」

と年代が上がるにつれ、支出が高まる傾向にあ

るが、2010年にはわずかに「40～49歳以下」で若

干ではあるが伸長がみられる。全体的には、40

歳までの若い世代だけでなく、「29歳以下」の年

齢層でわずかではあるが、めん類の支出が増加

していることがわかる。

この点について、「日本そば・うどん」につい

て、年齢別に2000年と2010年で支出金額の食事

費に占める割合を比較したのが図5である。

40歳代と50歳代で、支出金額割合が逆転して

いること、また、40歳以下の層での消費が10年

前とでは増加している。ここからわかることは、

従来からシニア層に嗜好度合いが強いとされて

いたそば・うどんであるが、ここ10年の間に、

若年層にそば・うどん嗜好がみられている傾向

がうかがえる。

ちなみに、家庭内におけるめん類の消費動向

を図6にみてみる。

2002年Ⅰ期と2011年Ⅳ期を比較すると、「乾

うどん・そば」88円～81円、「即席めん」456円か

ら341円と減少しているものもあるが、「めん類」

全体では1,287円から1,365円、「生うどん・そば」

302円から303円、「スパゲッティ」85円～104円、

図5　「日本そば・うどん」：年齢別食事費に対する支出割合の変化

資資料：前図に同じ
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「中華めん」309円から315円、「他のめん類」48円

から166円と上昇している。2007年から2008年

にかけてシカゴの国際穀物価格が高騰した関係

もあるため、一概にはいえないが、全般的に支

出金額だけをみる限り、家庭内におけるめん類

の消費が減少しているとはいえないだろう。ま

た、震災以後、保存食としての需要、節電の影

響等からめん類自体の需要は比較的堅く上昇し

ているとみられる。

4.近年のめん類業界動向
（1）めん類業界の市場規模の推移

表1の「外食産業市場動向調査」における「飲食

店」（内訳は「食堂・レストラン」、「そば・うどん」、

「すし店」、「その他飲食店」）に関して、1997年

を基準年として増減率を示したのが図7である。

1997年を基準年としたのは、1975年の調査以来

2012年までの間、1997年の29兆702億円が最も

市場規模が大きく、以後の推移の様子をみる基

準年として適当と考えられるためである。「そ

の他飲食店」を構成しているのは、ハンバーガ

ーやお好み焼き・たこ焼きなどの粉もの系の企

業である。

市場規模が最も高かった1997年以来、120％

を超えている「その他飲食店」以外、全体的に減

少している。バブルが崩壊し消費が減少し始め

た1998年頃より、高級感のある客単価が高い「す

し店」が最も減少が大きい。しかし、「そば・う

どん店」は100％を超える年が5年ほどあるが、

この中では、最も下げ幅が小さいことがわかる。

比較的客単価も安いリーズナブルな業態が多

く、減少しているとはいえ、不況下でも手堅く

下げ幅を抑えていることがわかる。2011年現在

でも、その規模は1兆640億円（対前年比1.3％減）

である。

（2）めん類業界の取り組み

こうした点について、めん類関係業界にヒア

リングを行ったところ、主にメニュー開発・店

舗の立地条件等を通じて幅広い客層の取り込み

に各社が力を入れているようだ。以下、数社に

ヒアリングを行った概要について簡単に記載し

ておく。

（2）−1　メニュー開発について

フェアの実施などシーズンでメニューの入替

えなどを行う一方で、ベーシックなメニューの

提供にも力を入れていることでは、他の業態と

変わらない。また、テーブルサービスを実施し

ている所も、ここ数年店舗数が増加しているセ

ルフ式店舗も、この点は変わらない。しかし、

スパゲッティ専門店の中には、4シーズンから8

シーズンとし、季節ごとのメニューの入替えに

力点を置くところもあるようだ。こうした所で

は、旬の食材を使用することで、季節感に敏感

な女性客の多い客層への訴求力を発揮し、既存

店の売上も昨対で100％を超えているようだ。

食材に加えて、麺やソースの量の加減も客が選

択できるようにしている点も集客力に影響を与

えているということだ。また、そば・うどん店

では、かけ・ぶっかけ・かまあげなどは共通し

ているが、店内に製麺機を設置するなどセルフ

式店舗といえども、客へのパフォーマンスも充

実させているところもある。また、セルフ式う

どん業態では、廉価な商品提供により、高校生

も顧客層に取り込むなど、シニア向けから若年

層へのアプローチも試みている。

ラーメンの店舗も、一時期のブームは去った

ものの、つけ麺専門店が登場するなど、専門店

の増加がみられ、底堅いという印象を業界は持

っているようだ。

（2）−2　店舗の立地条件

業界全体を通して、郊外型の立地から都心店
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図6　家庭内におけるめん類の消費支出　（単位：円）

資料：前図に同じ。
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舗への立地を中心とした流れがあるということ

だ。立地条件を都心へ移すことで、仕事帰りに

飲んで中華を食べるというハシゴ客を掴むことが

可能になる。また、都心の商業施設に移動する

のは、麺だけでなく、アルコールを含めた前菜の

提供に伴い、飲酒運転を避ける客を掴むためで

ある。郊外から商業施設、ロードサイド店から

駅前に移転することで、アルコールを含めた豊

富なメニューの提供を可能としているようだ。

（2）−3　店舗数

うどん・そばなどのセルフ店は、2003年以降、

ブーム的なめざましい伸長がみられ、その後、

市場は落ち着いているといわれている。

ここで少し、セルフ式でブームを起こしたと

いわれるそば・うどんの法人・個人別事業所数

をみてみる。図8は、1996年から2009年までの

事業所数と事業所数の前年対比を示したもので

ある。

1999年から法人事業所数は前年対比が2.0％

以上伸展しているが、2006年以降は0.4％、0.7

％と漸次増加の傾向がみられる。個人事業所に

関しては、2001年を境に、−2.8％、−2.4％、

−6.5％と対前年比は甚だしく減少している。

チェーン店の伸展に伴う個人店の廃業がみてお

とれる。

ヒアリングで聞かれたことは、セルフ式のそ

ば・うどんの出店を真似たところも出てきたが、

いずれもうまくいかず、現在は2社が先頭とな

りセルフ式を伸ばしているということだ。出店

図8　【そば・うどん】個人・法人別事業所数と前年対比

資料：総務省「事業・企業統計調査」平成28年まで。平成21年からは、「経済センサス-基礎調査」に統合されている。
注： 「事業所・企業統計調査」と調査対象は同様であるが、調査手法が以下の点において異なるため、「平成18年事業者・企業統計

調査」との差数が全て増加・減少を示すものではない。
　　 しかしながら、以下の2点は、「そば・うどん業態」においては、大きな差異を生じるものではないため、ここでは時系列デー
タとして扱っている。

①商業・法人登記等の行政記録の活用
② 会社（外国の会社を除く）、会社以外の法人及び個人経営の事業所の本社等において、当該本社等の事業主が当該支所等の分も
一括して報告する「本社等一括調査」の導入等
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ラッシュで店舗数を増やしたところも、その後

客足が遠のいた経過がある、ということだった。

この辺りの課題や問題について、セルフ式で

2002年に1号店を出店し、その後、急速に出店

数を延ばした企業に伺ってみたところ、2002年

以来、店舗数を急速に増やしたが、そのため、

QSC（Quality Service Cleanness）へのサポート

が追い付かず、客足に影響が出た、ということ

であった。具体的には、お湯で十分に温めて提

供するものや、冷たいものは冷たく提供する、

といった点が、店舗数の増加に伴う従業員の増

加で、社員・スタッフ教育が十分にできなかっ

たということである。その後、レギュラーメニ

ューに絞り、見直しを図り、原点回帰をめざし

たところ、客が戻ってきた、ということである。

一般的に、外食企業では、既存店の売上が伸

びなくなれば、スクラップアンドビルドで新規

店で売上を確保するということがいわれてい

る。セルフ式といっても、目新しさがなくなっ

た時点で、見直しを図ることで既存店の売上を

確保し、かつ新店出店を図っているようだ。

5.おわりに
以上、各統計資料・ヒアリングを通じて、う

どん・そば業態を中心にめん類外食の動向につ

いて確認した。

ここから見られたことは、①外食市場が縮小

傾向にあっても、めん類業態の経営は比較的手

堅く伸長していること、②従来うどん・そばに

関しては、シニア層が顧客の中心であったもの

が、20代・30代などの若い世代を顧客層とし始

めていること、③他のめん類業態においては、

季節感という素材の利点を活かし、女性客への

訴求力を持つことで、既存店においても売上を

伸ばしていること、④出店を伸ばしたセルフ式

うどん・そばも、従業員教育は十分になされる

必要があること、が把握された。

これまで、めん類業態は比較的堅調な推移を

みせてきた。しかし、今年は、米国の大干ばつ

による飼料高騰はもとより、食料品価格の上昇

が見込まれ、めん類外食における原材料価格も

その影響を逃れられない可能性が高い。原材料

高に負けない価格訴求力を維持していくために

は、従来にも増して、利便性と日常性を兼ね備

えた商品力の強化が求められるだろう。

QSC等、内部オペレーションの如何によって

はセルフ式の利点が活かされないこともある一

方で、 サービス産業生産性協議会による調査

（2012年度　JCSI（日本版顧客満足度指数　飲

食業種））によると、中にはセルフ式であっても、

顧客満足度1位を獲得している企業もある。ど

のような形態であれ、従業員教育の重要性は、

外食企業にとって変らない課題であり、これが

あってこそ、商品の魅力が顧客に伝わる。

そして、特にそばなど素材のもつ栄養学的要

素に着目し、機能性食品としての提案を通じた、

若年層・女性客・高齢者などの顧客層拡大も可

能性として十分あるだろう。

気になる点は、個人事業所数の減少である。

個人経営の場合は後継者の問題もあり、一概に

チェーン店の伸展が個人経営を直撃していると

は言い難い面もあろうが、店舗が一つあれば、

それだけ地域の活性化の一助も果たす。

家庭内におけるめん類の消費も堅調であるこ

とをみると、これからのめん類外食業界は、単

なる商品力だけではなく、また、セルフであろ

うがテーブルサービス形態であろうが、いかな

る形態であれ、「おいしい・ サービスが良い・

価格」という外食本来の魅力に加えて、地域か

ら支持されるような新規需要を創出する食シー

ンへの提案が求められているのかもしれない。

（ 財団法人食の安全・安心財団

附属機関　外食産業総合調査研究

センター　研究員 ）
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1.はじめに

我が国の食生活の変化は、これまで、女性の

社会進出や単独世帯の増加、ライフスタイルの

多様化を背景とした食の外部化によって特徴付

けられてきたといえる。特に、外部化との関連

で近年の食生活の動向を特徴付けてきたのは中

食の進展である。コンビニ弁当やデパ地下など

の隆盛がこれを物語っている（註1）。食の安全・

安心財団の推計でも、近年のデフレの中にあっ

ても、中食に相当する料理品小売業の市場規模

は増大している。

このような食の外部化は、今後進展すると見

込まれる少子高齢化の下でも継続すると考えら

れる。筆者は、2010年に、全世帯の合計で、食

料費支出に占める調理食品と外食の合計の割合

が、2005年の34.1％から2025年には37.4％まで

上昇すると推計した。また、このように消費者

が購入する食料品の加工度が高まるため、同期

間に、人口が5.5％減少する中で、食料品支出

額は2005年価格で1.9％の減少にとどまると試

算した（註2）。

このような食の外部化に関する統計的な接近

としては、①上記のように家計調査からの食料

費支出に占める外食と調理食品の合計の割合か

ら把握する、いわば消費者側から接近する方法

や、②食の外部化率として全国の飲食料支出額

（推計値）に占める外食市場規模と料理品小売業

市場規模の合計の割合として把握する、外食・

中食産業からの接近（註3）があるが、食品産業

全体、または、そこに原料を供給する農林水産

業からの接近は、一部品目を除き、行われてい

ない。

以下では、食用農水産物等の直接のみならず

間接的な供給先も含めた供給先に着目し、原料

供給の側からみた食の外部化の影響を明らかに

する。ここでは、特に、我が国の食生活の中で

最も基礎的な食料の一つである小麦粉と精米に

着目してみてみたい。

2.食品工業の分類について

以下の分析を効果的に行うために、食品工業

のこれまでの分類を再検討することが適当と考

えられる。食の外部化は、いわば、家庭内で行

っていた調理作業の全部または一部を食品工業

や外食産業にアウトソーシングすることであ

り、食品工業側は、家庭での調理作業を取り入

れた加工度の高い商品の供給によってこれを支

えてきた（註4）。このことは、また、原材料に

対してより多くの加工を施したより高付加価値

の商品を消費者に提供してきたということでも

ある。

これまで、食品工業の分類としては、基礎素

材型、大量加工システム型、少量加工システム

型という3分類が用いられてきた（註5）。この分

類は、まず、投入産出関係から基礎素材型と加

工型に分け、加工型をさらに生産システムによ

って、大量加工システムと少量加工システムに

分けている。しかし、この分類が行われてから

既に四半世紀を経過しており、投入産出関係に

よる分類が基礎素材型、加工型だけというのは、

食の外部化の進展と小麦粉等の購入形態の変化
─小麦粉等の直接・間接の供給先はどのように変わってきたか？─

薬師寺　哲郎

製粉振興 2012. 9 24

24-30_解説2(薬師寺)_通2



加工型の重要性が増した現在では、実態を反映

しなくなっていると思われる。

このため、以下では、食品工業各部門の投入

産出関係を厳密に検討した上で、生産物の加工

度を反映したものとして、「基礎素材型」、「中

間加工型」、「最終加工型」の3分類を用いること

とする。加工度については、第1図のような考

え方に基づいている。

まず、自部門以外の食品工業からの投入がな

いものを基礎素材型とする。この分類の投入元

はほとんどが農林水産業である。次に、自部門

以外の食品工業からの投入およびそこへの産出

がある部門を中間加工型とする。最後に、自部

門以外の食品工業への産出がない部門を最終加

工型とする。最終加工型は、もっぱら、最終消

費や飲食店などのサービス部門が産出先であ

る。中食商品は、この最終加工型の一部となる。

もちろん、基礎素材型や中間加工型の産出先は、

食品工業だけとは限らない。これらの分類に属

する部門の多くは、最終消費へも産出し、消費

者が購入している。例えば、小麦粉は、小麦二

次加工の原料となるだけでなく、消費者も購入

する。

このような考え方を適用するために、産業連

関表の食料品部門に含まれる38部門について、

食品工業からの投入率（食品工業からの投入額

／食品工業および農林水産業からの投入額）お

よび食品工業への産出率（食品工業への産出額

／国内生産額）を算出して分類を検討した。精

穀と製粉は、食品工業からの投入率が、それぞ

れ0.000および0.073と、他の食品工業からの投

入がほとんど無く、典型的な基礎素材型である。

Sheet1

ページ 1

農林水産業 基礎素材型 中間加工型 最終加工型 飲食店等

食品工業

第１図 投入産出関係による食品工業分類の考え方

消費

消費 ：投入産出関係あり

：投入産出関係なし

消費

第1図　投入産出関係による食品工業分類の考え方

第1表　投入・産出関係に基づく食品工業の分類

基礎
素材型

と畜（含肉鶏処理）、冷凍魚介類、精
穀、製粉、砂糖、でん粉、植物油脂、
動物油脂、茶・コーヒー

中間
加工型

肉加工品、酪農品、塩・干・くん
製品、水産びん・かん詰、ねり製品、
その他の水産食品、農産びん・か
ん詰、農産保存食料品（除びん・か
ん詰）、ぶどう糖・水あめ・異性化
糖、調味料、冷凍調理食品、その
他の食料品

最終
加工型

畜産びん・かん詰、めん類、パン類、
菓子類、レトルト食品、そう菜・
すし・弁当、学校給食（国公立）、
学校給食（私立）、清酒、ビール、
ウィスキー類、その他の酒類、清
涼飲料、たばこ

生産
資材

製氷、飼料、有機質肥料（除別掲）

註） 　2005年産業連関表（全国表）の投入・産出関係に基づくも
のである。
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正確に言うと、精穀には精米以外に精麦も含ま

れるがほとんどは精米と考えてよい。また、製

粉には、米粉やこんにゃく粉も含まれるが、こ

れもほとんどは小麦粉と考えてよい。（製粉の

他の食品工業からの投入率がが0.073であるが、

これは米粉のための精穀からの投入である。）

このような検討に基づき、すべての部門の結

果を整理したものが第1表の分類である。以下

ではこの分類を用いる。

3.最終加工型食品工業のウェイトの拡大

この分類を用いて食品工業の生産額の推移を

見ると（第2図）、過去20年間に大きく成長した

部門は最終加工型であり、2005年価格で、1985

年の13.4兆円から2005年の17.8兆円まで1.3倍に

増加した。他方、基礎素材型は、9.8兆円から

8.0兆円に減少し、0.8倍となった。この図には、

参考までに、食品工業の川上部門で、基礎素材

型に近い食用農水産物と、食品工業の川下部門

で、最終消費に近い飲食店の動向を参考として

表示しているが、基礎素材型は食用農水産物と、

最終加工型は飲食店と類似した動きとなってい

る。このように、食品工業は、原料農産物を大

規模に処理する少品種大量生産の基礎素材型か

ら、細分化された消費者ニーズに応えるため少

量多品種生産を特徴とする最終加工型まで、幅

広い業種から成り立っていることがわかる。

なお、基礎素材型について、その内訳をみる

と、精穀は0.8倍になったが、製粉は変動はあ

るものの1.1倍となっている。このほかにこの

間に増えた部門は、茶・コーヒーの1.4倍、で

ん粉の1.2倍であった。（第2表）

他方、最終加工型の内訳を示したのが第3図

である。増加しているのは、パン類・菓子類、

そう菜・すし・弁当、清涼飲料といった、中食

と関連の深い部門であった。パン類・菓子類は

1985年の3兆円から2005には3.9兆円に1.3倍に、

そう菜・すし・弁当は0.9兆円から2.6兆円に2.8

倍に、清涼飲料は1.4兆円から3.5兆円に2.5倍に

増加した。最終加工型の増加額4.4兆円のうち、

これら3部門の増加額は4.7兆円であるから、す

べてはこれらの品目の増加によると言ってよい

第2図　食品工業の分類別生産額の推移 Sheet1

ページ 1
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食用農水産物（参考）

最終加工型

中間加工型 基礎素材型

飲食店（参考）

兆円

第２図 食品工業の分類別生産額の推移

註1） 2005年価格。

註2） 接続産業連関表85-90-95、95-00-05より算出。

註1）　2005年価格。
註2）　接続産業連関表85-90-95、95-00-05より算出。

第2表　基礎素材型食品工業の生産額内訳
 （10億円）

1985 1995 2005 05/85

と畜
（含肉鶏処理）

1,977 1,878 1,573 0.80

冷凍魚介類 2,370 1,842 1,370 0.58

精穀 3,166 2,766 2,595 0.82

製粉 506 556 545 1.08

砂糖 360 356 315 0.87

でん粉 141 161 166 1.18

植物油脂 535 554 521 0.97

動物油脂 79 36 32 0.41

茶・コーヒー 633 757 902 1.43

基礎素材型合計 9,766 8,907 8,019 0.82

註）　第2図と同じ。
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（逆に減少したものは、 酒類とたばこであっ

た。）。パン類・菓子類の増加の多くは、調理パ

ンであったと考えられる。

これら3分類別の生産額割合をみると、1985

年当時は、基礎素材型が30.7％を占めていたが、

2005年には23.3％に低下している。他方、最終

加工型は42.2％から51.6％にシェアを拡大して

おり、食品工業がその製品の加工度を高め、消

費者の調理の全部または一部を代替してきたこ

とを示している。と同時に、従来の基礎素材型、

加工型という分類だけでは、実態を反映しなく

なったことを示している。

4.小麦粉等の購入形態の変化

最終加工型食品工業のウェイトが高まったこ

とは、この部門への直接・間接の食用農水産物

や基礎素材型工業からの投入が増加し、より多

くの消費が、最終加工型製品の購入を通じて行

われるようになったことを意味する。このよう

な状況を数字で明らかにするために、食用農水

産物や、製粉、精穀などの基礎素材型食品工業

の製品が、直接・間接にどのような最終生産物

の形で購入されてきたのかを推計した。

1）推計の考え方

推計の考え方は以下の通りである。手法は基

本的な産業連関分析の方法を用いる。通常産業

連関分析は、消費などの最終需要を与えて、そ

れが各産業に対する需要にどう波及するかを求

める。つまり、第4図でいえば、j品目の消費が

波及して直接・間接に誘発するi部門の生産Dij

を求める。しかし、需給は一致しているので、

これは同時にi部門の生産物のj部門への直接・

間接の供給でもある。例えば、小麦粉→マカロ

ニ→そう菜と加工される場合、iを小麦粉、jを

そう菜とすると、Dijは、そう菜消費が誘発す

る小麦粉の需要（直接にはマカロニだが、間接

的に小麦粉）であり、このことは、Dijの小麦粉

が間接的にそう菜に供給されたことを意味す

る。このように通常の産業連関分析では第4図

をタテにみて、これを合計して、産業全体の波

及効果が○○億円という計算をするのである

が、以下では、これをヨコにみて、i産業（小麦粉）

の直接・間接の供給先がどうなっているかをみ

ようというわけである。

第3図　最終加工型食品工業の生産額内訳

1
2
・
・
・
・
i
・
・
・
・
・
n

直接・間接の
需要先

12 j

D ij

n
最終消費の各部門

農
業
等
の
各
部
門

直接・間接の
供給先

第4図　推計の考え方
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註）　第2図と同じ。
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実際の計算では、1990年から2005年までの5

年ごとの全国表および2009年の延長産業連関表

を用いた。2009年の結果だけは、各部門で利用

される国産品と輸入品の割合が一定という仮定

が置かれている。いずれも名目値の結果である

ため、結果は、金額ではなく、需要合計に対す

る割合（構成比）で示した。

2）推計結果

結果を第3表に示した。ここには、食用農水

産物全体として供給先がどう変化したかをみる

ために、製粉や精穀という基礎素材型食品工業

に対して原料を供給する食用農水産物も含めて

いる。食用農水産物には、小麦や米のほかに、

野菜や畜産物なども含まれる。食用農水産物全

体をみると、1990年から2009年にかけて、基礎

素材型の形態で購入されたものの割合が27.3％

から20.7％に低下する一方、最終加工型の形態

で購入されたものは、8.1％から13.6％に大幅に

増加した。そのほか、飲食店や宿泊業、医療・

社会福祉といったサービス業の形態での購入も

増加した。

次に、製粉は、もともとパンやめん類など最

終加工型の形態での消費が多いが、ここでも最

終加工型の割合が62.0％から67.3％に高まって

いる。

精穀については、これまで一般的であった精

穀（基礎素材型）の購入の割合は80.5％から64.9

％に15.6ポイントの大幅な減少となった。代わ

りに増加したのが最終加工型であり5.6％から

16.7％に増加した。そのほか飲食店も7.4％から

第3表　食用農水産物の最終的な購入形態別割合の推計
 （%）

消費

食用農
水産物

食料品
飲食店 宿泊業

医療・
社会
福祉等

その他 合計 在庫
変動等

需要
合計基礎

素材型
中間
加工型

最終
加工型

食用農
水産物

国産品・
輸入品
合計

1990 23.9 27.3 11.9 8.1 11.1 2.2 2.6 6.3 93.3 6.7 100.0
2005 24.4 25.5 10.2 11.2 13.5 2.9 3.7 3.3 94.8 5.2 100.0
2009 24.9 20.7 11.8 13.6 16.6 2.8 4.3 1.8 96.6 3.4 100.0

うち
国産品

1990 21.9 25.5 10.6 6.3 9.5 1.9 2.3 1.5 79.5 6.6 86.0
2005 21.5 23.3 8.6 8.8 11.2 2.5 3.2 0.8 79.8 5.0 84.9
2009 22.3 18.6 10.1 10.6 14.4 2.5 3.7 1.0 83.1 2.9 86.0

製粉

国産品・
輸入品
合計

1990 0.7 5.9 8.2 62.0 17.7 1.7 1.6 0.5 98.1 1.9 100.0
2005 1.0 5.3 5.8 64.0 15.7 1.7 2.4 0.7 96.6 3.4 100.0
2009 0.9 5.0 5.4 67.3 16.9 1.5 2.6 1.2 100.9 -0.9 100.0

うち
国産品

1990 0.5 5.6 8.1 61.3 17.5 1.7 1.5 0.4 96.5 1.9 98.4
2005 0.9 5.1 5.5 63.7 15.6 1.7 2.3 0.7 95.5 3.3 98.8
2009 0.9 5.0 5.3 66.4 16.7 1.5 2.5 1.2 99.6 -0.9 98.7

精穀

国産品・
輸入品
合計

1990 0.1 80.5 1.7 5.6 7.4 2.0 2.3 0.1 99.7 0.3 100.0
2005 0.1 66.2 1.8 14.5 9.9 2.8 3.2 0.4 98.9 1.1 100.0
2009 0.1 64.9 1.7 16.7 10.2 2.4 3.5 0.4 99.9 0.1 100.0

うち
国産品

1990 0.1 80.4 1.7 5.6 7.4 2.0 2.3 0.1 99.7 0.3 99.9
2005 0.1 66.2 1.6 14.0 9.7 2.8 3.2 0.3 97.9 0.6 98.5
2009 0.1 63.1 1.6 16.3 10.0 2.3 3.4 0.4 97.2 0.1 97.3

註1）　2005年までは10府省庁共同編集産業連関表を、2009年は経済産業省延長産業連関表をもとに推計した名目値の割合。
註2）　「在庫変動等」は、投資および輸出（国産品）が誘発した部分である。
註3）　消費のうち直接輸入については、該当の消費部門に加えた。
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10.2％に増加した。

次に、製粉と精穀の国産品について、最終加

工型で購入されるものの内訳を5年ごとに見た

ものが第4表である。製粉については、従来から、

めん類、パン類、菓子類は主要な用途であった

が、このなかで、めん類は若干の減少（1990年

23.6％→2009年21.7％）、菓子類は変動があるも

ののほぼ一定（同11.4％→12.3％）の一方で、パ

ン類が21.4％から29.2％に大きく伸びた。これ

は、中食商品である調理パンなどの加工度の高

いパンの形での小麦粉の消費が増えたことを意

味するのではないかと考えられる。

また、精穀については、「そう菜・すし・弁当」

の割合が一貫して増加しており、1990年には

1.5％でしかなかったものが2005年には10.1％、

2009年には11.3％まで増加した。このことは、

精米を家庭で購入して炊飯する機会が減少し、

おにぎりや弁当の形で購入することが多くなっ

たことを示している。

さらに、これらの食品工業製品のほか、医療・

社会福祉等での消費の内訳をみたものが第5表

である。食品工業以外のサービス業を通じた消

費は、飲食店が最も多いが、医療・社会福祉等

の割合も増加し、近年では、ホテル・旅館等の

宿泊業をしのぐようになっている。医療向けは、

2000年以前はその中に現在の介護向けの需要も

含まれていた可能性があることを考慮すれば、

だいたい安定しているとみてよいと思われる。

したがって、大きく増加したのは、介護と考え

第4表　高度加工型食品工業の製品の形で消費される国産品の内訳
 （%）

めん類 パン類 菓子類 レトルト
食品

そう菜・
すし・
弁当

学校
給食 酒類 その他 合計

製粉

1990 23.6 21.4 11.4 0.1 1.0 2.8 0.8 0.2 61.3
1995 23.4 27.4 13.6 0.1 0.9 1.3 0.6 0.1 67.4
2000 20.9 29.5 11.4 0.1 1.4 1.0 0.5 0.1 64.9
2005 20.7 29.0 11.3 0.2 1.3 0.8 0.3 0.1 63.7
2009 21.7 29.2 12.3 0.2 1.7 0.9 0.3 0.1 66.4

精穀

1990 0.2 0.2 1.8 0.0 1.5 0.4 1.5 0.0 5.6
1995 0.2 0.2 1.7 0.0 3.1 1.0 1.4 0.0 7.5
2000 0.3 0.4 1.6 0.1 8.4 1.1 1.4 0.0 13.1
2005 0.1 0.2 0.9 0.1 10.1 1.1 1.5 0.0 14.0
2009 0.3 0.4 1.2 0.1 11.3 1.1 2.0 0.0 16.3

註）　第3表と同じ。

第5表　医療・社会福祉・介護の 
形で消費される国産品の内訳

 （％）

医療
社会福祉
・介護

製粉 1990 1.2 0.3

1995 1.0 0.5

2000 1.0 0.8

2005 0.8 1.6

2009 0.8 1.7

精穀 1990 1.8 0.4

1995 1.3 0.7

2000 1.4 1.2

2005 1.0 2.2

2009 1.0 2.4

註）　第3表と同じ。
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られ、社会福祉・介護向けは、製粉の場合1990

年の0.3％から2009年には1.7％に、精穀の場合

同0.4％から2.4％に増加した。

5.おわりに

食品工業は、消費者にとっての利便性の向上

等の要請に応えて、その提供する製品の加工度

を高めてきた。本稿では、まず、製品の加工度

に応じた食品工業の分類を検討し、基礎素材型、

中間加工型、最終加工型の3分類を用いること

とした。これを用いると、それぞれの食品工業

の生産動向の特徴を明らかにすることができ

る。

その分類と産業連関モデルを用いて、食用農

水産物、製粉、精穀の最終的な購入形態、換言

すれば、その直接・間接の供給先の変化を検討

した。結果は、食用農水産物全体でみても、製

粉、精穀についても、基礎素材型の形態での購

入が減少し、加工度の高い最終加工型の製品や

飲食店などのサービス業の形態での購入が増加

したことを示すものであった。

（註1）　消費者は、食材を購入し、調理し、食卓に並べ

るという行為を行うことにより、 食の生産者でもあ

る。「中食」とは、食の生産と消費の場所が異なるも

のをいう。 端的にいうとそのまま食べられる食品の

持ち帰りである。これに対し、内食（家庭食）は食の

生産と消費の場所がいずれも家庭内で一致、 外食は

いずれも飲食店の店舗で一致している。

（註2）　（財）製粉振興会『製粉振興』No. 529、2011年1月

号。なお、詳しくは、〔1〕を参照のこと。

（註3）　（財）食の安全・安心財団の推計では、2010年の

食の外部化率を44.7％としている〔2〕。

（註4）　本稿では、食の外部化には、外食・中食の利用

のみではなく、 調理作業の一部を加工品の購入で代

替することも含めて考える。

（註5）　この分類は、食品産業政策研究会〔3〕で用いら

れたものである。

参考文献

〔1〕薬師寺哲郎「少子・高齢化の進展と我が国の食料消

費構造の展望」『農林水産政策研究』第18号、2010。

〔2〕（財）食の安全・安心財団「外食率と食の外部化率の

推移」。  

http://anan-zaidan.or.jp/data/index.html

〔3〕食品産業政策研究会編『21世紀の食品産業・食品産

業問題研究会報告』地球社、1987。

（ 農林水産省農林水産政策研究所

上席主任研究官 ）
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秋の味覚といえばいろいろあるが、一昔

前までマツタケはその筆頭にあげられたの

ではなかろうか。とくに関西地方では豊富

に出回り、一般庶民も必ず食べるものだっ

た。最近では発生が極端に少なくなり、海

外からの輸入物を含めても高根の花となっ

てしまった。ところでマツタケの香りを特

に好むのは日本特有の食文化だといわれ

る。この香りを欧米人などは嫌う傾向があ

るという。

シイタケを初め、エノキタケ、マイタケ、

ナメコ、ブナシメジ、エリンギ、マッシュ

ルームなど従来はお目にかかれなかったキ

ノコ類が季節を問わず出回るようになった

のに、なぜマツタケは見られなくなったの

だろうか。

大部分のキノコ類は、もともと山や森な

どの倒木などに自然界のキノコの胞
ほう し

子（た

ね）が付き、木の内部に菌糸を成長させ、

時期がくると子
しじつたい

実体を伸ばして胞子をまき

散らす生活をしている。この子実体を通常

キノコとよび、そのうち食べられるものを

自然の恵みとして季節に応じ楽しんでき

た。近年、人工栽培の技術が発達し、シイ

タケなどは原
げんぼく

木に種
たねこま

駒（胞子）を埋め込む原

木（榾
ほだぎ

木）栽培により、確実に生産されるよ

うになった。さらにおがくずなどの人工培

地に胞子を植えつける菌
きんしょう

床栽培法が考案さ

れ、大規模生産が可能になってきた。その

他の多くのキノコ類がそれぞれ特徴のある

人工菌床栽培により季節を問わずに生産さ

れ流通するようになった。

マツタケも江戸時代から人工栽培の試み

が絶え間なく行われてきたが、現在まで成

功せず、アカマツなどの自然界の林に自生

するものを、採取するしかない。

里山に多く生えているアカマツ林は、以

前は薪や炭を生産するため人の手が加わ

り、松葉や下草も焚
た

きつけとしてかき集め

られ、 結果的に地表は常に清潔に保たれ

て、マツタケが発生しやすい環境が保たれ

ていた。第二次大戦後、燃料革命により薪

炭、松葉などは不要になった結果、林内に

は落ち葉が堆積し、雑草が生い茂り、通気

性も悪くマツタケが生える環境が失われて

しまった。アカマツと共生しているマツタ

ケ菌根が、大気汚染による土壌酸性化によ

り生育できなくなったことも一因で松の枯

死も多くなった。これらの結果、マツタケ

は激減してしまった。自生とはいっても、

キノコ

藤　木　正　一
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ある程度人の手が加わってバランスが保た

れていた自然環境のもとに成り立っていた

ことが判ったが、生活環境が激変してしま

った現在となっては元に戻すことは難し

い。

フランス料理での三大珍味の一つといわ

れるキノコがトリュフである。これはギリ

シャの昔から珍重されてきたといわれ、石

灰岩地帯のオーク、ハシバミの林の中の地

中に発生する塊状のキノコである。ヨーロ

ッパの人には特有の香りが珍重されるが、

日本人にはどうだろうか。マツタケの香り

の好みが日本人に限定されるように、それ

ぞれの地域の食文化で濃淡があるように思

われる。トリュフは地中にできるので発見

するのに工夫がいる。雌豚に掘り出させる

ことはよく知られているが、油断すると食

べられてしまうので、訓練した犬にここ掘

れワンワンさせるのが一般的ともいう。ト

リュフも高価な希少品なので、人工栽培が

試みられ、1800年ころから実用レベルで栽

培されるようになった。人工栽培といって

もオークやハシバミの根に胞子を植え付

け、 環境を整えた自然林で栽培する方法

（林地栽培）に限られ、現在でもおがくずな

どによる菌床栽培は成功していないようで

ある。フランス南西部のペリゴール地方の

黒トリュフ、イタリア北部地方の白トリュ

フなどが有名で、シーズンになるとトリュ

フ祭などで、収穫したトリュフの大きさを

競う競技が行われたりしている。

マツタケ、トリュフなどは、一般のキノ

コ類とちがい生きた木と菌根の共生という

自然環境の微妙なバランスに頼らざるを得

ないので、人工栽培が困難だと思われる。

現在日本で栽培されているキノコは約25

種程度で、シイタケ、ナメコの一部は原木

栽培も行われるが、最も盛んに行われてい

る栽培方法は、おがくずなどの木質基材に

米ぬか、アミノ酸などの栄養剤を加えた培

地（菌床）を用いる菌床栽培法である。シイ

タケをはじめ多くのキノコがこの方法で生

産されている。

シイタケやヒラタケでは広葉樹のおがく

ず、エノキタケなどでは針葉樹のおがくず

が主だが、マッシュルームなどでは稲わら

や麦わらを使うこともある。広口ビン、ポ

リ袋や箱などに培地を詰め、 蒸気殺菌し

て、冷却後種菌（胞子）を植えつける。原木

栽培では収穫まで1〜2年かかるが、菌床栽

培では種類により40〜120日でキノコが収

穫できる。この栽培技術と大量生産によっ

て、時期を問わずいろいろな種類のキノコ

を安く食べられるようになった。同じ種類

でも自然界で山野に自生するキノコとは、

形、色、香りが全く異なるものもある。や

はり、季節は限定されるが山野で自生した

キノコが得られれば、これに勝るものはな

いのだが。

� （日本食品保蔵科学会顧問）
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小麦粉のある風景

朝から晩まで「バル」
BARと書いてスペイン語で「バル」。 ス
ペイン語でBARと書く「バル」は、朝のコ
ーヒー、パンから始まり、午後には食前酒
で一杯。アルコール類の飲み物なら何でも
揃っていて、食べ物も豊富。トーストから
酒のつまみまで、さまざまな料理を提供し
ています。

バルの「タパス」
バルで提供される食べ物のタパ（Tapa）、

タパス（複数形）は、もともとは蓋を意味す
る言葉です。
起源は諸説がありますが、例えばアンダ

ルシアの居酒屋で、お客がシェリー酒を飲
むたびにグラスの上にパンで蓋をし、シェ
リー酒の香りに誘われて虫がグラスに入る
のを防いだという説。そのパンの上にハム
やチーズ、オリーブの実などをのせて食べ
るようになり、タパ（蓋）がオードブルに転
じたという説。
また、ある日アンダルシアの王様が有名

な宿屋に泊まった際、シェリー酒を注文し
たところ、この地特有の強い風で砂埃がグ
ラスに入らないようにウエイターがグラス
の上に燻製ハムで蓋をしたところ、王様が
おかわりの時に「同じ蓋を」と注文したとい
う逸話もあります。

いつの間にか、そのパンやハム（蓋）が転
じて小皿となって、さまざまな軽食を小皿
にのせて提供するようになり、最初はチー
ズやオリーブの実、生ハムチョリソなど、
単品で質素なつまみにすぎなかったタパス
はシェリー酒とともに重要な存在になった
といいます。
スペインで酒のつまみや軽食のことをま

とめてタパスということもありますが、大
きく分けると、タパスが料理を小分けにし
たもの、ピンチョスはオープン・サンドイ
ッチ様のフィンガーフードを指します。

小粋な「ピンチョス」
ピンチョス（単数形はピンチョ）は、つき

だし（お通し）のことです。ピンチョはもと
もとは突き刺すという意味で、串や楊枝を
指しますが、小さく切ったパンの上に少量
の食べ物がのっている軽食もありますが、
かつては食材を串や楊枝でパンに刺して留
めていたことにその名が由来しています。
串や楊枝を用いないものもピンチョ（ス）

と呼ばれています。タパの一種で、今では
タパとほぼ同義語として使われています。
パンにのせる具材はバスク料理でよく用

いられる魚（アンチョビ、たら、メルルーサ、
うなぎの稚魚もどきなど）、トルティージ
ャ、生ハムとオリーブの実、肉詰めピーマ

スペインのおつまみ「タパ」「ピンチョス」

ひらの　あさか
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ン、焼き赤ピーマンのオリーブオイル漬け、
コロッケなど地域によって種類はさまざま
です。

タパス、ピンチョスのレシピ
まずは、タパス。日本でもおなじみのス

ペイン風オムレツ「トルティージャ」薄く切
ったじゃがいも、玉ねぎをオリーブオイル
でゆっくり煮るように揚げ、溶いた卵に入
れて塩を加え、フライパンで両面をじっく
り蒸すように焼いたもの。
「コカ」小麦粉に水、ドライイースト、

砂糖、塩を合わせて、オリーブオイルを加
えて混ぜた生地を室温で発酵させてわらじ
のように形づくってのばし、具材をのせて
オーブンで焼く、いわばスペイン風ピザ。
具材にはソーセージ、ツナ、オイルサーデ
ィン、玉ねぎや赤ピーマン、なすをのせた
シンプルなもの、生ハム、トマトソースに
ベーコン、ほうれん草に松の実など豊かな
取り合わせが魅力のおつまみです。
揚げ物では「いか揚げ」内臓を取って輪切

りにしたいかはレモンをふる。溶き卵にい
かをくぐらせて、ふるった小麦粉をつけて
油でからっと揚げて、レモン、塩をかける。
「いわしのパン粉焼き」いわしは頭と内

臓を取って手開きにし、骨を取り除いて塩
をふり、パセリのみじん切りとパン粉を合
わせていわしにまぶしてオリーブオイルを
かけてしみ込ませて、オーブンできつね色
になるまで焼き、レモンを添える。
「コロッケ」ひと口サイズの俵状のミル

キーなコロッケです。玉ねぎはみじん切り
にしてバターで色が変わるまで炒めて小麦
粉を入れて焦がさないようにさらに火を通
す。ここに牛乳を入れてのばしてよく混ぜ
る。塩、こしょう、ナツメグを加え、スー

プを何回かに分けて入れ柔らかく仕上げた
ソースに炒めたひき肉を合わせる。粗熱を
取った生地を俵状にまとめて小麦粉、卵液、
パン粉をつけて油で揚げる。
続いては、ピンチョス。バゲットを薄く

切って焼いたベースにいろいろな具材をの
せます。「トマトと生ハム」バケットにクリ
ームチーズをたっぷり塗って、薄切りのト
マトをのせて、生ハムの薄切りをふんわり
とのせる。
「たこのオリーブオイル和え」ゆでたた

こは食べやすい大きさのぶつ切りに、パプ
リカパウダー、塩をふって、パセリのみじ
ん切り、オリーブオイルをかけてよく和え
る。焼いたバゲットに、にんにくをすり込
んで、オリーブオイルをかけて、その上に
和えたたこを落ちない程度にのせる。
デザート感覚で「チーズ＆はちみつ」バゲ

ットにやぎのチーズを切ってのせ、干しぶ
どう、アーモンドの薄切りを散らして、は
ちみつをかけて食べる。
汁気があるものは、ひと口サイズのタル

トレットに盛り込んで。「小エビのマヨネ
ーズ和え」ゆでたエビに、みじん切りにし
た玉ねぎは水にさらした後にマヨネーズ、
粒マスタードと和える。これをタルトレッ
トに入れて、あればディルをのせる。
「帆立マリネ」帆立貝柱刺し身用は食べ

やすいひと口サイズに切ってパプリカパウ
ダーをまぶしてから、オリーブオイル、ワ
インビネガー、すりおろしにんにく、塩な
どを合わせたマリネ液に漬けて冷蔵庫で冷
やした後にタルトレットに盛り込む。
� （食文家）
参考文献

スペインバルブック� 柴田書店

タパス� おおつきちひろ　文化出版局

製粉振興 2012. 9 34

33-34_小麦風景9月_通2



総務 平成24年8月22日＝理事会、評議員会を開催しました。

第154回理事会及び第77回評議員会を（株）鉄鋼会館において農

林水産省生産局山下貿易業務管理官のご臨席のもとに開催し、次

の議案を審議決定しました。

第1号議案　第46事業年度会務報告に関する件

第2号議案　第46事業年度決算報告に関する件

第3号議案　�理事・監事の補選に関する件� �

（評議員会）

第3号議案　�評議員の任期満了に伴う選任に関する件� �

（理事会）

第4号議案　�一般財団法人への移行に関する件� �

（評議員会）

◎評議員……��（退任）佐々木明久氏、松本敏夫氏� �

（新任）大枝宏之氏

◎理事………��（退任）田原立氏� �

（新任）下坂正夫氏

◎監事………��（退任）礒﨑仁氏� �

（新任）青木中氏

（資料については本会のホームページをご参照ください）
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財団法人　製粉振興会　役員等名簿（敬称略）
平成24年9月1日現在

《役　員》

《評議員》

役職名 氏　　名 役職名 氏　　名
理 事 長 鈴　木　五　六 理　　事 下　坂　正　夫
専務理事 落　合　通　人 〃 髙　橋　信　男
理　　事 飯　田　英　章 〃 沼　山　勝　己
〃 伊　藤　元　久 〃 藤　村　　　勝
〃 井　上　好　文 〃 本　田　常　隆
〃 加　藤　茂　夫 〃 山　下　義　治
〃 門　田　正　昭 監　　事 青　木　　　中
〃 齋　藤　　　修 〃 新　妻　一　彦
〃 志　賀　弘　嗣

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属
安孫子　建　雄 江別製粉株式会社　社長 長　澤　利　久 株式会社はくばく　会長

大　枝　宏　之 株式会社日清製粉グループ本社　社長 中　村　靖　彦 学校法人　東京農業大学　客員教授

岡　田　　　茂 昭和産業株式会社　社長 野　上　英　一 東福製粉株式会社　社長

小　田　善　一 小田象製粉株式会社　社長 野　﨑　　　修 社団法人　配合飼料供給安定機構　理事長

古　賀　脩　平 大陽製粉株式会社　社長 東　　　直　樹 公立大学法人　首都大学東京　名誉教授

西　藤　久　三 財団法人　食品産業センター　理事長 府　金　秀　忠 府金製粉株式会社　社長

坂　本　元　子 学校法人　和洋女子大学　名誉教授 福　田　清　成 セントラル製粉株式会社　会長
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世界　　（1）2012/13年度の小麦

は生産が6.62億トン、消費が6.79

億トンで、期末在庫は1.80億トン

に減る。

国際穀物理事会（IGC）の2012/13年度小麦需

給予測を［表1］に示した。生産は前年度比3,400

万トン減の6.62億トン、消費は1,300万トン減の

6.79億トン（うち、食用は400トン増の4.66億ト

ン）で、期末在庫は1,700万トン減の1.80億トン、

主要輸出国期末在庫は1,600万トン減の5,400万

トンの見込み。

� （IGC-GMR・425／12）

（2） 2012/13年度の小麦貿易量は前年度比

1,330万トン減の1.327億トン。

［表2］はIGC予測の小麦貿易量で、2012/13

年度貿易量は過去最高だった前年度より1,330

万トン少ない1.327億トンである。減少の主因

は飼料用小麦の輸入減だが、高価格のトウモロ

コシの代替飼料として買付けを増やしそうな国

が数か国ある。ウズベキスタンは国内生産量が

予想を上回ったので輸入を減らし、エジプトは

前年度に多く輸入したので在庫調整のために輸

入を減らす。黒海沿岸地域の旱魃でロシアの輸

出は大幅減の850万トンになるが、アメリカは

510万トン増の3,300万トン、カナダは80万トン

増の1,890万トンの輸出が予測される。

� （IGC-GMR・425／12）

（3）有機農場の64％が牧草地。有機穀物の作付

面積は全穀物の0.4％。

2010年の世界の有機農場面積は3,700万ヘク

タールで、160万以上の農場が有機栽培をして

いる。［表3］は大陸別有機農場面積と農場数で

ある。オセアニアが最も多い全農場面積の2.9

％に相当する1,210万ヘクタールで、ヨーロッ

パも2.1％の1,000万ヘクタールである。有機農

場面積上位10か国を［表4］に示した。オースト

ラリアが群を抜き、アルゼンチンがこれに次ぐ。

有機農場面積は［表5］のように年々拡大傾向に

ある。［表6］は有機市場上位10か国で、アメリ

カが特に大きいが、ドイツ、フランスなどヨー

ロッパ諸国の市場も大きい。日本も8番目に入

っており、100万ユーロと記されている。有機

農場の用途別比率は、牧草地が64％で最大であ

り、作物の耕作地は24％程度である。世界の有

機穀物作付面積は251.2715万ヘクタールで、全

穀物作付面積の0.4％に相当し、小麦はそれの

41％で、アメリカ、カナダ、ドイツなどで作ら

れている。ヨーロッパでは170.9704万ヘクター

ルで1.3％、ドイツは20.7万ヘクタールで3.0％

である。ドイツの2009/10年度の有機小麦生産

量は18.5万トンだったが、不足分の7.0万トンを

イタリア、カザフスタン、ルーマニア、ハンガ

リー、ロシア、スロバキア、ウクライナなどか

ら輸入した。

� （MM・149-15／12）

アメリカ　　（1）2012-13年度の

期末在庫の前年度比は小麦が6

％、トウモロコシが36％減。

ハード・ウインター小麦の減少が大きい。

合衆国農務省8月10日発表による小麦需給は

［表7］、銘柄別繰越在庫量は［表8］のようである。

2012年の生産は前年比13％増の6,151万トンで
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ある。食用消費は1％増の2,586万トン、飼料、

その他用は35％増の599万トンで、国内消費計

は5％増の3375万トンである。旱魃などで作柄

不良の国があるので、14％増の3,266万トンが

輸出され、2013年6月1日の期末在庫は6％減の

1,900万トンの見込みだが、トウモロコシは36

％減の1,476万トンと予測される。銘柄別では、

ハード・ウインター小麦の在庫が22％減の675

万トン、デュラム小麦が69％増の120万トンだ

が、それ以外の銘柄はほぼ平年または前年並み

である。2012-13年度の平均農家手取り価格は1

ブッシェル当たり7.60～7.69ドルと予測され、

前年度の7.24ドルより高い。他の輸出国の供給

量減とトウモロコシ価格の高騰を反映して、今

後期末に向けて上昇が予想される。

� （World-Grain.com・Aug�14／12）

（2）2012年7月の小麦生産者手取り価格は前月

比1.61ドル、前年同月比1.21ドル高。

［表9］は合衆国農務省発表の全小麦平均生

産者手取り価格である。7月は前月比1.61ドル

高の8.31ドル／ブッシェルで、前年同月比でも

1.21ドル高になり、2008年5月（8.87ドル）以来の

高値である。冬小麦は8.26ドル（前月比1.72ドル

高、前年同月比1.49ドル高）、デュラム小麦は

8.62ドル（同31セント高、及び1.58ドル安）、デ

ュラム小麦を除く春小麦は8.68ドル（同90セン

ト高、及び23セント高）である。

� （World-Grain.com・August�3／12）

（3）スワニー製粉が方針転換して再建へ。

本誌3月号でSwany製粉（ミネソタ州Freeport）

の焼失と再建しない意向を報じたが、経営者の

Thelen一家は方針を転換して再建することに

し、建築申請した。15万ドルの予算で、製粉工

場のほかに、売店、事務所、倉庫なども建設す

る。

� （MBN・91-10／12）

（4）ADM社の2012年度は増収減益。エタノー

ル事業の利益減が減益の主因。

Archer�Daniels�Midland社の6月30日締めの

2012年度は、売上高が前年度比10％増の890.38

億ドルだったが、営業利益は前年度比39％減少

し、純収益は12.23億ドル（前年度は20.36億ドル）

である。旱魃でトウモロコシが減産したため、

トウモロコシ加工部門の営業利益が前年度比76

％減の2.61億ドルに低下したことが大きい。油

糧種子加工部門も営業利益が23％低下し、農業

サービス部門も29％減だった。

� （MBN・91-12／12）

イギリス　　（1）パンの消費低下

が製粉会社の懸念材料。

英国・ アイルランド製粉協会

（NABIM）によると、イギリスには32社の56の

製粉工場がある。2011年に、510万トンの小麦

を挽砕し、410万トンの小麦粉を生産した。長

期間にわたるパンの消費低下傾向が製粉会社の

懸念材料で、白い粉は白い砂糖と同じように多

く食べると健康に良くないと思う人が少なくな

く、グルテンがないものを食べる方がよいので

はと自己診断しているケースもある。小麦と大

麦が主要農産物で、小麦は製粉用需要の約3倍

生産されるが、高収量の飼料用小麦に作付け転

換する農家が多く、作柄が悪い年には製粉用が

不足し、高価格になることもある。遺伝子組換

え小麦の研究は進んでいるが、消費者の反対は

根強い。

� （WG・30-6／12）
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（2）2011-12年度の製粉会社の小麦使用量は前

年度比7.8％減少。

環境・食料・農村問題省によると、でん粉及

びエタノール生産用を含めて製粉会社が2011-

12年度に用いた小麦の量は598.2万トンで、前

年度の649.1万トンに比べて7.8％減少した。国

内産穀物庁（HGCA）によると、パン用粉の生産

量は2.3％増加したが、他の用途が28.6％減少し、

減少分は主に2011-12年度にエタノールへの加

工がなかったことによるものである。製粉に使

った輸入小麦は67.4万トンで、前年度より13％

少なく、製粉用の国内産小麦比率は88.7％に上

昇した。配合飼料用には前年度より11.2％多い

304.6万トンの小麦が使われ、大麦が62.5万トン

で26.8％、エンバクが5.8万トンで36％それぞれ

減少した。

� （World-Grain.com・August�10／12）

イラン　　小麦輸入先を増やし

て、戦略的備蓄をさらに増加。

西欧諸国の制裁による経済的困

難にもかかわらず、3月20日に始まったイラン

年度の最初の4か月に、230万トンの小麦を輸入

した。税関データによると、13か国から8.066

億米ドル以上に相当する小麦を輸入した。輸入

先はアメリカ、スイス、ロシア、ドイツ、ブラ

ジルなどである。小麦価格が高騰しているが、

食料安全保障のための戦略的備蓄をさらに増や

すようで、ドイツやバルト海諸国を輸入先とし

て考えている。

� （World-Grain.com・August�12／12）

エジプト　　ファイブスター製粉

の第4ラインが稼働。

最大の製粉会社、Five�Star製

粉は1995年の製粉事業民営化と同時にビューラ

―社に製粉工場建設を発注し、1997年から小麦

粉を生産している。2011年5月に4番目の製粉ラ

インが完成し、合計日産能力が2,000トンにな

った。最新ラインでは、多種類の小麦を配合で

き、5段階の粉砕セクションと10段階のリダク

ションを経て高品質小麦粉を製造可能である。

今後の増築や新しい機械装置の導入も可能なス

ペースが確保されている。

� （diagram・161／12）

カザフスタン　　穀物輸送補助金

を廃止。

穀物価格が上昇しているので、

政府は8月1日付けで黒海及びバルト海の港への

穀物の輸送補助金（27米ドル／トン）を廃止す

る。

� （IGC-GMR・424／12）

スペイン　　セレアリス・モアジ

ェンス社の新製粉工場が稼働。

Cerealis�Moagens社はセレアリ

スSGPSグループの中核会社で、1919年創業で

ある。リスボンのベアト、ポルトのフレイショ、

及びコインブラのアデーミアに製粉工場があっ

たが、2007年にデュラム小麦製粉工場をボルト

にある2つのパスタ工場に統合し、軟質小麦製

粉工場をベアトに移転することを決め、同時に

生産設備のアップグレードを行うことにした。

2009年にボルトに1日の生産能力が370トンのデ

ュラム小麦製粉工場がビューラ―社によって建

設され、2011年6月にはベアトに1日の生産能力

が720トンの製粉工場が完成した。ベアト工場

もビューラ―社製で、27基（8本ローラーミル8

基と4本ローラーミル19基）のローラーミル（ア

ンタレス）、シフター（シリウス）5基（コンパー

トメント10室が4基、コンパートメント4室が1
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基）、及びピュリファイヤー（ポラリス）4基が装

備され、カスタムメイドのWinCosによって集

中制御される。エネルギー管理とKPI工場稼働

時間分析が可能なシステムになっている。なお、

新工場完成まで稼働していた500トンの旧工場

は解体された。

� （diagram・161／12）

チェコ　　最大手の製パン会社が

買収されシェア30％の製パン会

社が誕生。

2011年のパンの売上高は2％伸びたが、消費

者が伝統的なライ麦と小麦の混合パンを食べる

量が減っていることもあって、消費量は減り気

味である。スライスした包装パンが伸びている

が、企業間の価格競争が激しい。そういう中で、

2012年になって、最大手のUnited�Bakeries社

がPenam社（Agrofertグループの一部門）に買収

された。 この1位と2位の合併によって3位の

Michelshe�Pekarny社の10倍くらいの規模にな

り、25工場で、市場シェアは約1/3になる。チ

ェコの規制当局UOKSはPenam社が4つのパン

工場を売却してシェアを30％以下にするという

条件で、4月に認可した。しかし、両社はスロ

バキアにも工場を持つので、スロバキアの独占

禁止当局PMUの認可を待っている。買収の標

的になったUnited�Bakeries社はルクセンブル

グに本社があるEuropean�United�Bakeries社の

1部門で、Penam社の2倍の市場シェアを持っ

ていた。2006年にトップ企業のOdkolek社と

Delta�Pekarny社の合併で設立された会社で、

チェコに13工場あり、3か国に3,000人の従業員

がいる。 トップブランドのDeltaをはじめ、

Odkolek、Cereaのブランドでチェコ市場を支

配していたが、厳しいパン価格引き下げ競争で

経営状態が悪化し、2011年度には売上高1.17億

ユーロに対して600万ユーロの損失を計上した。

買収によって、Penam社の製粉工場をほぼフ

ル稼働にでき、 ボヘミヤ地区とスロバキア

（Penam社が6工場を持つ）での販売地盤を強化

できるという。Agrofert持株会社は食品と農業

関係の会社を230以上持つ。

� （EB・122／12）

ドイツ　　7月の小麦価格は上昇

したが、6月の小麦粉価格はまだ

安定。

［表10］は国内主要市場平均の7月の小麦、

ライ麦、及びふすまの価格である。小麦は前月

より大幅に上昇し、さらに上昇の気配で、前年

同月よりも高いが、パン用ライ麦は前月より低

い。小麦ふすまは前年同月より高く、上昇傾向

である。［表11］は6月の小麦粉とライ麦粉の製

粉工場出荷価格指数で、この時点ではまだ安定

している。［表12］は家庭用小麦粉（タイプ405）

の消費者価格で、格安粉、銘柄品共に前年同月

より高い。

� （MM・149-15／12）

トルコ　　日清食品がパスタ製造

会社と合弁。

日清食品ホールディングス社は

トルコ最大の消費者製品製造会社であるYildiz�

Holdings社からパスタ製造会社のBellini�Gida�

Sanayi社の株の50％を2,350万米ドルで購入する

ことで合意した。合弁会社は国内に23万店ある

Yildiz社のネットワークを活用して10月に業務

を開始するが、その他にYildiz社と日清食品は

合弁で即席めん工場を建設する予定。日清食品

はトルコでの即席めん消費量が5～10年で年間

10億食（日本は55億食）になると予測している。

� （World-Grain.com・July�30／12）
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ナイジェリア　　小麦粉への葉酸

強化を義務化。

2002年に小麦粉への栄養強化を

規格化したが、今回、葉酸を強化リストに加え

た。葉酸は神経管欠損症と呼ばれる脊椎や脳の

致命的な出生障害の予防に有効なビタミンB

で、葉酸を小麦粉に栄養強化した国では神経管

欠損症が30～70％減少している。小麦粉に栄養

強化している国は75か国あるが、強化リストに

葉酸が入っていない国はベネズエラ、イギリス、

フィリピン、及びトリニダード・トバゴだけに

なった。

� （World-Grain.com・July�16／12）

フィリピン　　ゼネラルミルズ社

が撤退。

アメリカの製粉を含む大手食品

会社のGeneral�Mills社は12年前から製パン用材

料の販売とHäagen-Dazsアイスクリームパーラ

ーを展開してきたが、ビジネス環境が悪いと判

断し、撤退する。

� （EB・123／12）

メキシコ　　小麦粉の消費が伸

び、製粉会社は国内産と輸入小麦

を使って対応。

93の製粉会社が年に約570万トンの小麦を挽

砕し、430万トンの小麦粉を生産している。全

製粉能力は約840万トンである。製粉能力の51

％はメキシコシティ、トルーカ、及びプエブラ

周辺の首都圏にあり、人口の50％強がこの地区

に集中している。セモリナを含む小麦粉の1人

当たり消費量は過去5年間に14％増加した。こ

れは全国的にパンの消費が増え、パスタとヌー

ドルも消費が伸びていることによるものであ

る。30,194のベーカリーがあり、 そのうちの

26,900が手作りベーカリー、3,504が工業規模及

びインストアベーカリーである。パンの約70％

は手作りだが、その比率は2001年の74％から低

下傾向で、代わりに大型食品店のセルフサービ

スベーカリーが伸びている。トウモロコシが最

も重要な作物で年に約2,200万トン生産される

が、小麦は350万トン（2012-13年産）しか生産さ

れない。2012-13年度には340万トンの小麦を輸

入し、90万トン（そのほとんどがデュラム小麦）

を輸出する。小麦粉の輸入量も多く、2011-12

年度は11万トン輸入する。

� （WG・30-7／12）

フランス　　タイプ65の小麦粉

の使用比率が高い。

製パンに使われる通常及び有機

小麦粉のタイプ別割合を［表13］に示した。通

常の小麦粉ではタイプ65が66％、タイプ55が32

％とほとんどを占め、タイプ80以上はほとんど

使われない。有機小麦粉ではタイプ80（33％）と

タイプ110（34％）が多いが、タイプ55、65、及

び150も使われる。通常の小麦粉の68％が手作

りベーカリーで、24％が工業規模ベーカリー

で、8％が大規模製パン工場で使われる。通常

の小麦粉のうちタイプ65を使用する比率は、手

作りのベーカリーと菓子店が70％、工業規模の

ベーカリーと菓子工場が54％、大規模製パン及

び製菓工場が70％である。有機小麦粉の38％が

手作りのベーカリーと菓子店で、37％が大規模

製パン工場と製菓工場で、25％が工業規模ベー

カリーで使われる。大規模工場の有機小麦粉使

用量の78％はタイプ110で、手作りベーカリー

と工業規模ベーカリーではタイプ80をそれぞれ

54％及び40％使う。

� （Le�Petit�Meunier-depeche・3957／12）
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［表1］世界の小麦需給 （百万トン）

08/09 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）
期初在庫 132 173 199 193 197
生　産 685 679 653 696 662
供給　計 817 851 852 889 858
消費　計 645 653 659 692 679

うち飼料用 113 117 120 145 129
　　工業用 18 19 19 19 20
　　食用 447 452 457 462 466

期末在庫 173 199 193 197 180
前年度比 ＋41 ＋26 －6 ＋4 －17
主要輸出国* 69 78 72 70 54

貿　易 137 128 126 146 133

（2012年8月23日現在）*はアルゼンチン、オーストラリア、カナダ、EU、カザフスタン、ロシア、ウクライナ、アメリカ	（IGC）

［表2］世界の小麦貿易量 （百万トン）	

輸　入　国 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

ヨーロッパ

アルバニア 0.3 0.3 0.3 0.3
EU-27 5.1 4.7 7.1 5.8
ノルウェー 0.4 0.3 0.4 0.3
スイス 0.4 0.4 0.3 0.4
その他 0.3 0.3 0.4 0.4

計 6.5 5.9 8.5 7.2

CIS

アゼルバイジャン 1.0 1.3 1.5 1.4
ベラルーシ T T 0.1 0.1
グルジア 0.7 0.6 0.8 0.8
ロシア 0.1 T T T
ウクライナ T T 0.1 T
ウズベキスタン 1.7 1.6 2.6 1.6
その他 1.9 1.8 2.4 2.2

計 5.5 5.4 7.4 6.0

北・中
アメリカ

キューバ 0.7 0.8 0.8 0.8
メキシコ 3.1 3.4 5.1 3.6
アメリカ 2.2 2.2 2.5 2.8
その他 2.9 2.9 3.4 2.7

計 8.8 9.3 11.8 9.9
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輸　入　国 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

南アメリカ

ボリビア 0.4 0.3 0.3 0.4
ブラジル 6.7 6.6 6.7 7.0
チリー 0.7 0.6 1.1 0.8
コロンビア 1.4 1.3 1.6 1.4
エクワドル 0.5 0.6 0.6 0.5
ペルー 1.6 1.8 1.6 1.7
ベネズエラ 1.5 1.4 1.7 1.5
その他 0.1 0.1 0.1 0.2

計 13.1 12.7 13.6 13.4

近東アジア

イラン 3.0 0.1 2.2 1.0
イラク 3.9 3.5 3.9 3.7
イスラエル 1.8 1.3 2.0 1.7
ヨルダン 0.9 0.9 1.0 1.0
レバノン 0.5 0.4 0.5 0.5
サウジアラビア 1.8 1.7 2.8 2.3
シリア 1.8 0.4 0.8 0.9
トルコ 3.3 3.5 4.0 3.7
UAE 1.4 0.8 1.7 1.3
イエメン 2.7 2.6 2.6 2.6
その他 0.7 0.9 1.0 0.8

計 21.8 16.1 22.3 19.3

極

　東

　ア

　ジ

　ア

太

　平

　洋

　ア

　ジ

　ア

中国 1.4 1.0 3.1 2.0
インドネシア 5.4 6.6 6.4 6.5
日本 5.5 6.0 6.2 5.9
北朝鮮 0.1 0.2 0.3 0.2
韓国 4.4 4.9 5.2 4.6
マレーシア 1.1 1.4 1.4 1.3
フィリピン 3.0 3.2 4.1 3.2
シンガポール 0.3 0.3 0.4 0.3
台湾 1.2 1.3 1.4 1.3
タイ 1.5 1.9 2.5 2.1
ベトナム 1.9 2.5 2.8 2.5
その他 0.9 0.7 0.8 0.9

計 26.9 30.1 34.6 30.8

南

　ア

　ジ

　ア

バングラデシュ 3.5 3.4 1.7 3.2
インド 0.3 0.1 T 0.1
パキスタン 0.2 0.1 0.1 0.2
スリランカ 1.2 1.1 1.1 1.1
その他 2.2 2.1 1.8 2.3

計 7.3 6.7 4.7 6.8
計 34.2 36.8 39.2 37.7
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輸　入　国 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

ア

　フ

　リ

　カ

北	

ア	

フ	

リ	

カ

アルジェリア 5.1 6.4 6.3 5.1
エジプト 10.2 10.4 11.7 10.0
リビア 2.1 1.4 1.6 1.6
モロッコ 2.3 3.9 3.4 5.1
チュニジア 1.5 1.8 1.6 1.8

計 21.3 23.8 24.6 23.5

サ

　ハ

　ラ

　以

　南

コートジボワール 0.6 0.5 0.5 0.5
エチオピア 0.9 0.3 1.6 0.7
ケニア 1.3 0.7 1.5 1.3
ナイジェリア 4.0 4.0 4.0 4.0
南アフリカ 1.6 1.7 1.6 1.5
スーダン 1.8 1.6 2.2 1.8
その他 6.2 5.4 7.1 6.0

計 16.4 14.2 18.5 15.8
計 37.7 38.0 43.1 39.3

オセアニア
ニュージーランド 0.3 0.4 0.6 0.3
その他 0.4 0.4 0.5 0.4

計 0.7 0.8 1.0 0.7
世　界　計 127.7 125.6 146.0 132.7

注:	年度は7月～6月、Tは5万トン以下
（2012年8月23日現在）

 （百万トン）

輸　出　国 09/10 10/11 11/12（推定） 11/12（予測）
アルゼンチン 5.1 7.6 11.8 7.2
オーストラリア 13.7 18.5 23.1 21.5
カナダ 18.2 16.4 18.1 18.9
EU-27 20.8 22.1 15.6 18.0
カザフスタン 8.0 5.6 10.8 7.0
ロシア 18.8 4.0 21.6 8.5
ウクライナ 9.3 4.3 5.4 3.5
アメリカ 23.9 35.7 27.9 33.0
中国 0.4 0.4 1.0 1.0
インド ー ー 1.0 3.8
パキスタン 0.3 1.3 0.5 1.3
メキシコ 0.9 0.8 1.1 0.9
シリア T ー T T
トルコ 4.0 2.4 3.3 3.8
その他 4.1 6.6 4.8 4.3

世　界　計 127.7 125.6 146.0 132.7
注:	年度は7月～6月、Tは5万トン以下	 （IGC）
（2012年8月23日現在）
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［表3］大陸別有機農場面積（2010年）

大陸名
有機農場面積 農場数

（百万）（百万ヘクタール） （全農場の％）
アフリカ 1.1 0.1 0.54
アジア 2.8 0.2 0.46
ヨーロッパ 10.0 2.1 0.28
ラテンアメリカ 8.4 1.4 0.27
北アメリカ 2.7 0.7 0.02
オセアニア 12.1 2.9 0.01

計 37.0 1.6
	 （FiBL	&	IFOAM	2012）

［表4］有機農場面積上位10か国 （2010年）

国
有機農場面積

（百万ヘクタール）
オーストラリア（2009） 12.00
アルゼンチン 4.18
アメリカ（2008） 1.95
ブラジル（2007） 1.77
スペイン 1.46
中国 1.39
イタリア 1.11
ドイツ 0.99
ウルグアイ 0.93
フランス 0.85
	 （FiBL&IFOAM2012）

［表5］世界の有機農場面積の変遷

年
有機農場面積

（百万ヘクタール）
2010 37.0
2009 37.1
2008 35.2
2007 32.3
2006 30.1
2005 29.0
2004 29.7
2003 25.7
2002 19.8
2001 17.2
2000 14.9
1999 11.0

	 （FiBL&IFOAM2000～2012）

［表6］有機市場上位10か国（2010年）

国
有機市場

（百万ユーロ）
アメリカ 20.155
ドイツ 6.020
フランス 3.516
イギリス 2.000
カナダ 1.904
イタリア 1.550
スイス 1.180
日本（2009） 1.000
オーストリア 0.986
スペイン 0.905
	 （FiBL&IFOAM2012）
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［表7］アメリカの小麦需給	 （千トン）

項　目 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10

供

給

期初在庫 20,221 23,460 26,562 17,881
生　産 61,507 54,159 60,065 60,364
輸　入 3,729 3,211 2,640 3,239

計 85,457 80,830 89,240 81,456

需

要

国
内
消
費

食　　　用 25,855 25,610 25,202 25,011
種　子　用 1,987 2,096 1,932 1,878
飼　料　用 5,987 4,436 3,592 4,082

計 33,747 32,114 30,699 30,971
輸　出 32,659 28,576 35,081 23,922
計 66,406 60,691 65,780 54,921

期　末　在　庫 18,996 20,221 23,460 26,562
（2012年8月10日現在）	 （USDA）

［表8］アメリカの小麦銘柄別期末繰越在庫量	 （千トン）

銘柄 2013 2012 2011 2010

ハード・ウインター 6,749 8,627 10,505 10,478
ソフト・レッド 4,327 5,035 4,654 6,586
ハード・スプリング 4,980 4,110 5,035 6,368
ホワイト 1,742 1,742 2,313 2,177
デュラム 1,197 708 953 953

計 18,996 20,221 23,460 26,562
（2012年8月10日現在）	 （USDA）

［表9］アメリカ小麦の生産者平均手取り価格	 （ドル／ブッシェル）

月別 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1月 7.04 6.69 4.90 6.20 7.96 4.53
2月 7.10 7.42 4.73 5.79 10.10 4.71
3月 7.19 7.55 4.70 5.71 10.50 4.75
4月 7.11 8.01 4.41 5.75 10.10 4.89
5月 6.67 8.16 4.34 5.85 8.87 4.88
6月 6.70 7.41 4.16 5.72 7.62 5.03
7月 8.31 7.10 4.49 5.17 7.16 5.17
8月 7.61 5.44 4.85 7.64 5.64
9月 7.55 5.79 4.48 7.43 6.76
10月 7.29 5.88 4.47 6.67 7.65
11月 7.26 6.10 4.79 6.28 7.39
12月 7.19 6.44 4.87 5.91 7.71

	 （USDA）
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［表10］ ドイツの小麦・ライ麦・ふすまの価格

品　目
2012年 2011年

7/16～7/22 7/9～7/15 7/18～7/24
Euro/トン 市場数 Euro/トン 市場数 Euro/トン

Aグループ　高品質小麦 252.50 1 230.00 1 204.17
パン用小麦 250.50 2 230.00 1 200.38
パン用ライ麦 217.50 2 0 185.25
飼料用小麦 247.10 5 248.00 1 193.50
小麦ふすま（バラ） 175.33 6 167.58 6 138.00
	 （MM）

［表11］ ドイツの業務用製粉製品の製粉工場出荷価格指数

品　目 2012年6月 2012年5月 2011年6月
小麦粉 136.0	 135.6	 150.2	
ライ麦粉 141.1	 141.3	 155.6	
	 （ドイツ連邦統計局）

［表12］ドイツの家庭用小麦粉消費者価格	 （Euro/キログラム）

品　目 2012年6月 2012年5月 2011年6月
	タイプ405の格安小麦粉	 0.45	 0.45	 0.25	
	タイプ405の銘柄品小麦粉	 0.90	 0.84	 0.84	
	 （AMI	消費者価格一覧表局）

［表13］フランスで製パンに使われる小麦粉のタイプ	 　　　　　
	 （％）

タイプ 通常の小麦粉 有機小麦粉
55 32 11

65 66 13

80 1 33

110 0 34

150 0 8

	 （France	Agrimer）
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注
）�　
１
.�玄
麦
の
買
入
・
加
工
数
量
に
は
S
B
S
で
の
買
受
分（
19
年
度
か
ら
）、
大
臣
証
明
制
度
に
よ
る
輸
出
見
返
り
分
、
納
付
金
輸
入
分
、
民
間
流
通
麦
及
び
そ
の
他
国
内
産
麦
を
含
み
、
小
麦
粉
の
生
産
・
販
売
量
は
、
輸
出
分
を
除
い
た
数
量

で
あ
る
。

２
.「
製
粉
・
精
麦
・
麦
茶
工
場
需
給
実
績
報
告
」（
総
合
食
料
局
食
糧
貿
易
課
）に
よ
る
。

３
.四
捨
五
入
の
関
係
で
内
訳
と
計
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

４
.2
4年
7月
分
は
速
報
の
た
め
、
遡
っ
て
訂
正
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
単
位
：
千
ト
ン
、
前
年
比
％
）
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キ
ミ

ッ
ク

ス
マ

カ
ロ

ニ
、

ス
パ

ゲ
ッ

テ
ィ

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

平
成

16
年

10
8

1,
42

5
25

.2
12

2,
26

3
14

,3
25

7.
2

2,
36

1,
64

8
13

6,
25

6
2.

8
14

,0
61

,0
30

8,
35

4
−

6.
3

67
7,

82
5

11
1,

52
7

3.
5

12
,6

57
,9

10
17

11
0

1,
91

9
34

.7
16

6,
34

0
16

,0
66

12
.2

2,
70

9,
75

1
13

9,
80

2
2.

6
15

,4
75

,6
98

9,
52

0
14

.0
82

4,
08

3
10

9,
60

3
−

1.
7

12
,5

66
,3

31
18

11
6

1,
88

3
−

1.
9

16
9,

52
2

14
,7

29
−

8.
3

2,
54

3,
18

1
13

8,
51

0
−

0.
9

16
,4

60
,9

30
5,

88
8

−
38

.1
56

3,
06

6
10

9,
79

1
0.

2
13

,1
21

,7
24

19
11

8
2,

05
3

9.
0

20
7,

11
3

16
,5

11
12

.1
3,

27
5,

37
2

11
7,

02
1

−
15

.5
16

,4
65

,3
90

6,
39

8
8.

6
72

1,
60

9
10

4,
41

1
−

4.
9

13
,9

35
,6

05
20

10
4

1,
87

9
−

8.
5

24
3,

24
3

16
,8

76
2.

2
3,

78
9,

46
9

10
0,

16
1

−
14

.4
16

,0
01

,4
23

4,
91

1
−

23
.2

70
2,

38
7

12
7,

25
4

21
.9

22
,3

55
,3

55
21

93
.5

1,
99

1
6.

0
21

4,
24

4
15

,5
43

−
7.

9
2,

99
3,

55
5

10
2,

46
4

2.
3

13
,8

12
,3

63
5,

07
5

3.
3

59
6,

24
8

11
6,

41
6

−
8.

5
16

,0
00

,4
37

22
88

1,
88

9
−

5.
1

18
8,

39
1

16
,4

07
5.

6
3,

09
4,

53
9

10
6,

54
7

4.
0

14
,2

82
,4

73
5,

23
9

3.
2

56
5,

12
9

12
0,

65
4

3.
6

13
,6

61
,9

74
23

80
2,

22
9

18
.0

22
4,

80
4

19
,4

29
18

.4
3,

55
4,

04
3

10
7,

82
2

1.
2

14
,8

80
,2

65
5,

07
9

−
3.

1
58

0,
68

1
13

4,
47

0
11

.5
14

,5
39

,2
96

24
年

1月
77

20
9

16
.8

16
,4

93
1,

23
7

−
24

.3
21

3,
89

7
7,

88
0

−
17

.1
1,

19
0,

13
5

44
7

9.
6

59
,8

08
9,

55
1

−
7.

5
1,

02
4,

57
3

2
77

21
7

21
.9

18
,1

08
1,

46
0

9.
7

26
8,

31
4

8,
08

9
17

.0
1,

11
0,

52
4

44
8

6.
5

51
,7

63
10

,0
82

14
.1

1,
06

7,
01

5
3

81
20

7
11

.3
19

,8
71

1,
53

6
ー

9.
5

28
7,

33
1

9,
90

1
13

.4
1,

30
2,

36
1

56
6

45
.1

69
,4

43
9,

91
2

4.
3

1,
06

6,
35

5
4

82
99

ー
44

.4
11

,5
85

1,
48

5
8.

9
27

6,
85

6
9,

26
7

−
11

.4
1,

35
8,

49
0

57
6

7.
1

63
,8

59
10

,2
97

6.
8

1,
17

8,
53

6
5

80
35

7
46

.3
29

,8
34

1,
55

0
ー

22
.2

27
5,

68
2

8,
65

1
ー

8.
9

1,
22

8,
44

4
62

4
20

.4
72

,0
51

13
,0

39
ー

22
.3

1,
38

6,
56

3
6

79
25

8
89

.7
23

,8
39

1,
55

1
4.

4
28

4,
97

3
8,

36
5

ー
15

.7
1,

15
5,

55
1

36
8

ー
2.

7
43

,2
83

10
,9

51
ー

27
.0

1,
12

4,
83

6
7

79
23

4
72

.1
20

,2
68

1,
77

7
ー

0.
6

31
3,

68
9

8,
52

0
ー

0.
2

1,
23

3,
39

5
45

2
50

.8
56

,5
70

13
,9

03
13

.3
1,

41
0,

62
2

8 9 10 11 12
24

年
1月

〜
12

月
累

計
1,

58
1

28
.4

13
9,

99
8

10
,5

96
ー

6.
2

1,
92

0,
74

2
60

,6
84

ー
4.

4
8,

58
2,

93
4

3,
48

2
17

.9
41

6,
77

7
77

,7
35

ー
5.

6
8,

25
8,

50
0

米
国

52
15

.6
5,

39
8

37
0

ー
48

.2
90

,0
44

3,
79

6
ー

9.
0

71
0,

10
0

2,
41

9
23

.3
29

6,
48

0
12

,6
26

ー
1.

6
1,

61
0,

09
9

英
国

39
9

ー
19

.2
47

,2
83

中
国

54
ー

25
.3

5,
08

3
6,

14
7

8.
8

1,
24

8,
32

8
34

2,
48

1
仏

国
39

4
ー

14
.9

43
,0

30
82

3
ー

36
.0

12
3,

48
8

2,
52

9
48

.5
90

0,
30

2
9

10
4.

6
2,

87
9

香
港

3
ー

69
.3

1,
11

7
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
77

4
16

.2
55

,6
22

ト
ル

コ
13

,6
50

34
.6

1,
02

2,
16

6
ス

リ
ラ

ン
カ

韓
国

1,
47

7
36

.9
22

4,
83

7
26

,6
89

ー
13

.0
2,

14
1,

63
2

19
,4

73
タ

イ
0

20
3

61
ー

25
.5

34
,7

36
77

38
9.

4
85

,8
38

独
国

31
15

8.
3

3,
80

0
70

6
ー

14
.6

89
,6

26
74

9
31

.5
24

4,
86

5
91

5
35

17
1.

1
8,

33
6

カ
ナ

ダ
70

7,
43

0
1,

21
5

14
.5

23
3,

14
0

1,
98

9
ー

39
.5

14
3,

39
8

デ
ン

マ
ー

ク
48

82
.2

17
,2

10
ブ

ラ
ジ

ル
6

ー
72

.4
1,

36
8

46
34

.6
7,

63
3

ス
イ

ス
14

1
5.

6
55

,7
12

オ
ラ

ン
ダ

97
14

1.
3

12
,1

84
23

8
39

.9
64

,9
59

3
50

.3
69

3
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
10

,9
61

18
.2

1,
58

3,
49

9
2

ー
70

.1
37

7
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

18
20

0.
0

2,
48

2
5,

74
9

ー
4.

2
1,

12
3,

82
1

3,
45

3
4.

1
47

8,
95

6
9

ー
9.

5
4,

40
5

34
87

7.
1

3,
88

3
台

湾
60

4
60

0.
7

19
3,

46
6

3
28

5
ベ

ト
ナ

ム
0

47
7

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

1,
34

6
ー

5.
1

42
6,

66
7

マ
レ

ー
シ

ア
27

2
ー

63
.7

10
1,

82
2

フ
ィ

リ
ピ

ン
ベ

ル
ギ

ー
26

3
81

.3
81

,4
75

1
29

7
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
96

ー
44

.6
17

,0
46

ス
ペ

イ
ン

94
59

.4
14

,2
23

29
3,

62
3

伊
国

95
9

46
.9

74
,0

08
3

ー
2.

1
98

9
45

,9
30

ー
13

.6
5,

19
8,

49
6

そ
の

他
57

9.
6

3,
64

7
11

ー
71

.9
1,

47
3

12
7

19
6.

2
37

,4
77

16
5,

47
5

4,
33

4
ー

29
.9

32
3,

25
5

（
次

頁
に

つ
づ

く
）

（
単

位
：

ト
ン

、
金

額
：

千
円

）
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■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

区 分
年 月

レ
ー

ト
う

ど
ん

お
よ

び
そ

う
め

ん
そ

の
他

の
め

ん
類

食
パ

ン
、

乾
パ

ン
類

ビ
ス

ケ
ッ

ト
ふ

　
す

　
ま

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

平
成

16
年

10
8

1,
52

1
−

31
.6

39
4,

30
2

20
,1

73
27

.1
6,

13
4,

47
0

9,
05

2
14

.0
2,

37
4,

57
2

25
,1

82
21

.9
8,

12
7,

77
6

82
,5

38
17

.5
1,

19
0,

25
0

17
11

0
1,

82
4

19
.9

43
8,

19
0

21
,9

13
8.

6
7,

00
0,

18
2

9,
50

0
5.

0
2,

55
2,

98
1

23
,9

37
−

4.
9

7,
99

6,
47

4
10

0,
49

3
21

.8
1,

54
4,

01
2

18
11

6
1,

68
1

−
7.

8
43

3,
96

6
22

,9
84

4.
9

7,
35

5,
19

6
10

,0
58

5.
9

3,
04

6,
14

3
24

,4
80

2.
3

8,
44

5,
27

2
89

,0
37

−
11

.4
1,

46
2,

15
3

19
11

8
1,

77
5

5.
6

42
5,

81
4

22
,9

60
−

0.
1

7,
58

2,
28

6
8,

06
5

−
19

.8
2,

71
5,

39
2

23
,1

05
−

5.
6

9,
03

8,
27

2
95

,2
69

7.
0

2,
03

3,
96

3
20

10
4

88
3

−
50

.3
28

1,
94

6
23

,1
19

0.
7

7,
59

4,
58

5
5,

56
2

−
31

.0
1,

97
7,

81
7

17
,9

98
−

22
.1

8,
02

3,
83

2
11

7,
78

1
23

.6
3,

10
0,

76
4

21
93

.5
68

8
−

22
.0

15
5,

52
4

24
,3

40
5.

3
6,

81
5,

39
6

5,
61

9
1.

0
1,

74
1,

20
1

16
,5

06
−

8.
3

6,
70

6,
09

4
11

0,
35

0
−

6.
3

1,
98

6,
58

6
22

88
48

4
−

29
.6

13
1,

50
3

23
,9

50
−

1.
6

5,
80

2,
78

0
8,

31
4

48
.0

2,
71

7,
99

8
19

,3
60

17
.3

7,
14

1,
79

6
94

,5
62

−
14

.3
1,

76
4,

46
2

23
80

34
0

ー
29

.8
10

1,
07

5
25

,7
17

7.
4

6,
36

0,
91

6
7,

75
0

ー
6.

8
2,

14
1,

93
4

22
,1

28
14

.3
8,

01
6,

54
5

99
,4

33
5.

2
1,

92
8,

84
6

24
年

1月
77

7
30

2.
2

1,
88

3
2,

17
3

1.
9

52
9,

04
1

61
5

4.
1

14
9,

90
2

1,
92

3
18

.9
66

5,
25

2
62

7
ー

62
.5

14
,6

73
2

77
20

20
.4

4,
00

2
1,

39
5

20
.7

36
2,

16
0

63
3

23
.1

16
1,

00
5

1,
54

8
20

.5
55

8,
84

6
7,

68
7

34
.7

14
6,

10
8

3
81

25
ー

29
.1

5,
59

8
1,

82
3

ー
12

.1
48

3,
62

5
83

3
39

.1
29

0,
88

5
1,

84
6

ー
1.

0
68

3,
95

7
3,

75
0

ー
50

.6
79

,0
15

4
82

8
ー

81
.1

2,
87

5
2,

01
9

ー
15

.4
53

2,
18

6
76

3
0.

7
25

2,
69

5
1,

91
9

ー
9.

8
73

6,
31

4
7,

93
1

45
.7

15
9,

71
2

5
80

27
ー

40
.5

6,
91

6
2,

30
5

ー
1.

6
59

1,
03

2
76

8
30

.0
23

1,
79

7
1,

75
2

ー
18

.3
66

8,
62

4
29

ー
99

.9
2,

58
4

6
79

68
10

.7
18

,5
22

2,
27

6
ー

1.
0

58
1,

65
7

80
4

28
.8

22
3,

87
3

1,
81

7
ー

19
.3

62
7,

63
6

11
,0

62
21

.6
21

3,
07

0
7

79
19

ー
69

.7
3,

82
6

2,
30

8
0.

5
59

9,
54

7
86

9
20

.8
25

6,
79

1
1,

65
9

ー
8.

5
65

4,
79

6
8,

22
0

3,
41

2.
8

16
6,

28
7

8 9 10 11 12
24

年
1月

〜
12

月
累

計
17

2
ー

34
.3

43
,6

22
14

,2
99

6.
5

3,
67

0,
24

8
5,

28
4

20
.1

1,
56

6,
95

0
12

,4
65

ー
4.

9
4,

59
5,

42
5

39
,3

06
ー

37
.2

78
1,

44
9

米
国

1,
40

2
12

4.
7

26
9,

95
2

1,
37

7
20

.9
59

4,
77

9
76

10
0.

0
5,

43
3

英
国

21
1,

06
3.

3
5,

06
8

48
9

28
.6

36
5,

28
6

13
0

ー
6.

5
中

国
10

9
37

.6
20

,1
35

9,
92

1
2.

4
2,

58
3,

28
1

1,
58

7
ー

13
.8

39
2,

21
8

仏
国

18
24

.7
8,

39
4

72
7

16
.8

39
7,

11
3

66
1

ー
12

.0
38

9,
90

5
香

港
3

53
.4

1,
39

4
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
3

42
3

81
ー

12
.9

29
,4

63
15

,2
34

ー
52

.8
29

4,
61

7
ト

ル
コ

4
ー

0.
2

62
7

1
ー

87
.2

71
5

ス
リ

ラ
ン

カ
21

,7
54

ー
9.

6
42

3,
84

2
韓

国
2,

13
9

43
.7

55
4,

08
2

87
9

ー
9.

3
45

8,
07

0
タ

イ
20

6
ー

78
.6

12
5,

95
1

69
1

ー
10

.3
13

8,
34

9
独

国
26

6
1.

9
71

,2
37

87
34

.6
51

,1
65

カ
ナ

ダ
1

ー
40

.8
50

7
82

ー
72

.5
17

,0
01

36
0

8.
1

12
5,

54
5

デ
ン

マ
ー

ク
70

4
39

.3
16

9,
54

6
28

9
32

.2
12

6,
11

2
ブ

ラ
ジ

ル
12

34
.3

3,
32

8
16

1
ー

44
.1

32
,2

53
ス

イ
ス

30
8.

2
8,

02
7

38
ー

27
.0

62
,2

56
オ

ラ
ン

ダ
1

13
.2

72
3

14
8

35
.2

68
,8

85
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
37

9.
8

9,
31

0
43

7
12

.6
24

5,
60

0
2,

11
2

42
,7

47
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

64
ー

65
.1

23
,4

87
3

1,
17

1
18

ー
27

.3
21

,9
94

74
28

.9
60

,2
89

台
湾

19
9

6.
8

45
,5

96
75

ー
1.

6
26

,0
59

ベ
ト

ナ
ム

45
6

ー
7.

8
96

,6
55

90
5

ー
47

.4
20

4,
49

5
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
2

25
.9

2,
28

0
マ

レ
ー

シ
ア

1,
47

5
6.

4
44

5,
82

5
フ

ィ
リ

ピ
ン

1
24

1
1,

11
2

25
.0

21
8,

68
3

ベ
ル

ギ
ー

56
7

42
.8

23
5,

99
6

ア
ル

ゼ
ン

チ
ン

ス
ペ

イ
ン

72
83

.8
25

,8
36

17
7

16
9.

1
40

,2
24

伊
国

1,
30

4
ー

45
.5

24
0,

77
3

12
2

30
.4

48
,6

33
30

0
5.

5
10

1,
82

3
そ

の
他

8
50

.5
3,

23
7

23
1

21
.9

65
,4

50
48

8
ー

22
.2

17
7,

75
8

（
注

）
財

務
省

貿
易

統
計

（
全

国
分

＞
品

別
国

別
表

＞
輸

入
＞

月
次

）
に

よ
る

。
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■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

区 分
年 月

レ ー ト

小
麦

粉
、小

麦（
ひ

き
割

、ミ
ー

ル
、ペ

レ
ッ

ト
）

小
麦

粉
調

製
品（

ケ
ー

キ
ミ

ッ
ク

ス
を

含
む

）
マ

カ
ロ

ニ
お

よ
び

ス
パ

ゲ
ッ

テ
ィ

う
ど

ん
お

よ
び

そ
う

め
ん

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

平
成

16
年

10
8

30
4,

46
5

−
4.

5
8,

33
2,

83
4

1,
79

1
16

.0
55

8,
95

9
32

8
−

20
.0

45
,1

88
7,

71
9

17
.3

2,
00

8,
63

7
17

11
0

28
9,

91
1

−
4.

8
8,

04
8,

04
9

2,
31

7
29

.4
74

4,
43

9
1,

05
4

22
1.

3
11

0,
26

0
7,

86
3

1.
9

2,
06

2,
50

2
18

11
6

29
0,

03
3

0.
0

7,
89

5,
26

1
2,

44
2

5.
4

79
7,

96
5

1,
19

6
13

.4
12

6,
17

4
10

,0
65

28
.0

2,
47

6,
42

8
19

11
8

25
5,

37
7

−
11

.9
7,

72
5,

61
1

3,
15

1
29

.1
1,

04
3,

14
4

1,
15

0
−

3.
8

14
0,

80
0

12
,5

61
24

.8
2,

98
8,

51
3

20
10

4
18

6,
88

2
−

26
.8

8,
33

8,
08

5
3,

37
7

7.
1

1,
24

2,
74

2
74

3
−

35
.4

15
0,

11
2

12
,5

17
−

0.
3

3,
22

7,
62

3
21

93
.5

18
5,

22
9

−
0.

9
5,

41
4,

48
2

3,
11

3
−

7.
8

1,
15

0,
48

4
82

2
10

.6
15

0,
82

5
11

,9
47

−
4.

6
3,

12
4,

77
2

22
88

19
6,

18
3

5.
9

5,
86

0,
02

2
3,

57
4

14
.8

1,
25

6,
70

0
77

0
−

6.
3

13
9,

83
5

12
,4

92
4.

6
3,

21
4,

54
5

23
80

19
1,

48
0

ー
2.

4
5,

79
1,

14
7

2,
49

7
ー

30
.1

91
7,

04
0

60
7

−
21

.1
10

3,
14

2
11

,7
28

ー
6.

1
3,

00
5,

45
4

24
年

1月
77

14
,4

75
33

.1
40

9,
94

3
23

0
48

.6
70

,7
42

27
ー

44
.6

4,
91

1
69

3
ー

28
.6

16
8,

18
7

2
77

17
,3

49
−

13
.5

45
8,

36
7

17
4

−
7.

3
69

,7
73

57
−

4.
7

9,
11

2
83

2
−

10
.3

21
8,

11
1

3
81

17
,7

33
1.

1
51

2,
38

5
24

3
15

.7
82

,5
78

49
−

20
.8

8,
92

0
1,

13
9

14
.5

29
3,

22
3

4
82

15
,7

61
42

.5
51

6,
13

9
22

7
29

.6
88

,3
09

35
−

3.
8

8,
24

0
97

9
10

.4
25

1,
27

6
5

80
15

,6
72

13
.4

49
4,

23
1

13
6

7.
9

60
,9

91
46

−
5.

8
8,

23
3

87
5

−
3.

8
22

5,
97

4
6

79
16

,2
39

−
20

.6
49

7,
35

4
15

0
−

29
.2

53
,6

54
61

12
2.

4
9,

66
5

96
9

13
.3

25
6,

34
8

7
79

17
,5

96
14

.9
50

0,
25

7
14

2
−

5.
9

68
,8

44
66

10
3.

5
9,

15
2

81
2

−
19

.1
22

2,
94

9
8 9 10 11 12

24
年

1〜
12

月
計

11
4,

82
5

5.
2

3,
38

8,
67

6
1,

30
3

7.
1

49
4,

89
1

34
2

8.
1

58
,2

33
6,

29
9

−
3.

8
1,

63
6,

06
8

区 分
年 月

レ ー ト

ビ
ス

ケ
ッ

ト（
ス

イ
ー

ト
）

そ
の

他
の

ベ
ー

カ
リ

ー
製

品
等

イ
ン

ス
タ

ン
ト

ラ
ー

メ
ン

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

平
成

16
年

10
8

76
9

−
26

.9
72

0,
62

8
9,

32
8

13
.5

7,
10

4,
28

5
8,

28
8

−
5.

2
2,

84
7,

15
8

17
11

0
71

9
−

6.
6

76
2,

77
9

12
,2

74
31

.6
8,

72
2,

21
5

8,
44

5
1.

9
3,

21
4,

04
8

18
11

6
76

2
6.

1
80

4,
13

1
13

,1
20

6.
9

9,
75

5,
78

3
9,

09
1

7.
7

3,
58

6,
18

7
19

11
8

1,
09

8
44

.2
1,

13
3,

75
8

14
,6

88
12

.0
11

,5
36

,6
37

9,
20

0
1.

2
3,

64
5,

44
7

20
10

4
1,

19
8

9.
1

1,
27

0,
76

2
14

,6
72

−
0.

1
12

,1
15

,1
07

8,
12

0
−

11
.7

3,
50

7,
61

6
21

93
.5

88
6

−
26

.1
99

3,
50

6
11

,9
72

−
18

.4
10

,2
58

,8
66

6,
18

1
−

23
.9

2,
91

9,
64

9
22

88
97

4
10

.0
1,

06
7,

43
6

13
,3

43
11

.5
11

,7
70

,9
35

5,
98

1
−

3.
2

2,
82

5,
81

2
23

80
69

8
ー

28
.4

80
1,

03
2

11
,9

67
ー

10
.3

10
,0

91
,5

46
5,

01
2

ー
16

.2
2,

14
6,

06
2

24
年

1月
77

66
−

11
.5

57
,3

38
82

6
ー

3.
9

71
4,

87
6

32
4

−
21

.2
13

5,
29

6
2

77
46

−
18

.7
47

,7
33

1,
05

1
2.

1
94

0,
74

8
43

7
1.

4
18

3,
40

5
3

81
11

9
69

.4
10

0,
39

7
1,

08
0

5.
4

99
0,

73
1

47
6

9.
5

22
1,

98
2

4
82

54
−

5.
7

61
,2

10
1,

16
2

39
.6

1,
02

6,
36

0
44

3
55

.3
20

0,
09

5
5

80
61

10
1.

5
65

,6
20

1,
15

5
80

.8
1,

01
6,

05
7

47
8

27
.3

19
9,

91
9

6
79

45
2.

1
48

,5
71

1,
19

4
19

.1
1,

03
1,

93
8

55
7

28
.0

24
7,

79
3

7
79

65
41

.0
66

,8
23

1,
19

0
22

.0
99

6,
38

8
47

2
−

12
.0

20
0,

94
1

8 9 10 11 12
24

年
1〜

12
月

計
45

5
20

.2
44

7,
69

2
7,

65
9

20
.3

6,
71

7,
10

1
3,

18
6

9,
5

1,
38

9,
43

1
（

注
）

①
財

務
省

貿
易

統
計

（
全

国
分

＞
品

別
国

別
表

＞
輸

出
＞

月
次

）
に

よ
る

。
　

　
②

そ
の

他
の

ベ
ー

カ
リ

ー
製

品
等

は
、

ス
イ

ー
ト

ビ
ス

ケ
ッ

ト
お

よ
び

米
菓

を
除

く
焼

菓
子

類
並

び
に

ラ
イ

ス
ペ

ー
パ

ー
等

を
い

う
。

小
麦

加
工

食
品

の
輸

出
の

推
移

（
単

位
：

ト
ン

、
金

額
：

千
円

）

製粉振興 2012. 951

51_資料3(輸出)9月_通1



■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
国

際
価

格
の

推
移

品
　

　
　

　
名

月
年

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

小
麦

20
04

（
3.

86
）

14
2

（
3.

75
）

13
8

（
3.

73
）

13
7

（
3.

83
）

14
1

（
3.

54
）

13
0

（
3.

51
）

12
9

（
3.

33
）

12
2

（
3.

03
）

11
1

（
3.

37
）

12
4

（
3.

19
）

11
7

（
3.

06
）

11
2

（
3.

03
）

11
1

（
シ

カ
ゴ

・
S

R
W

小
麦

N
o.

2，
期

近
も

の
）

20
05

（
2.

98
）

10
9

（
3.

00
）

11
0

（
3.

68
）

13
5

（
3.

09
）

11
4

（
3.

06
）

11
3

（
3.

23
）

11
9

（
3.

49
）

12
8

（
3.

16
）

11
6

（
3.

23
）

11
9

（
3.

39
）

12
5

（
3.

07
）

11
3

（
3.

19
）

11
7

20
06

（
3.

29
）

12
1

（
3.

52
）

12
9

（
3.

62
）

13
3

（
3.

50
）

12
9

（
4.

00
）

14
7

（
3.

62
）

13
3

（
3.

66
）

13
4

（
3.

77
）

13
8

（
3.

93
）

14
4

（
5.

43
）

19
9

（
4.

82
）

17
7

（
4.

94
）

18
2

20
07

（
4.

64
）

17
0

（
4.

53
）

16
7

（
4.

61
）

16
9

（
4.

88
）

17
9

（
4.

97
）

18
3

（
6.

07
）

22
3

（
6.

02
）

22
1

（
6.

97
）

25
6

（
8.

46
）

31
1

（
9.

53
）

35
0

（
7.

78
）

28
2

（
8.

55
）

31
4

20
08

（
9.

32
）

34
2

（
9.

43
）

37
8

（
10

.9
3）

42
6

（
8.

96
）

32
9

（
7.

76
）

28
4

（
8.

77
）

32
2

（
8.

11
）

29
8

（
8.

25
）

30
3

（
7.

27
）

26
7

（
5.

56
）

20
4

（
5.

34
）

19
6

（
5.

20
）

19
1

20
09

（
5.

69
）

20
9

（
5.

36
）

19
7

（
5.

44
）

20
0

（
5.

22
）

19
2

（
5.

78
）

21
2

（
5.

75
）

21
1

（
5.

35
）

19
6

（
4.

82
）

17
7

（
4.

71
）

17
3

（
5.

05
）

18
6

（
5.

39
）

19
8

（
5.

37
）

19
7

20
10

（
5.

10
）

18
7

（
4.

87
）

17
9

（
4.

79
）

17
6

（
4.

91
）

18
0

（
4.

72
）

17
3

（
4.

52
）

16
6

（
5.

96
）

21
9

（
7.

03
）

25
8

（
7.

27
）

26
7

（
7.

05
）

25
9

（
6.

73
）

24
7

（
7.

65
）

28
1

20
11

（
7.

73
）

28
4

（
8.

40
）

30
9

（
6.

68
）

24
5

（
7.

44
）

27
3

（
7.

36
）

27
1

（
6.

73
）

24
7

（
6.

95
）

25
5

（
7.

13
）

26
2

（
6.

96
）

25
6

（
6.

23
）

22
9

（
6.

33
）

23
2

（
5.

79
）

21
3

20
12

（
6.

02
）

22
1

（
6.

26
）

23
0

（
6.

65
）

24
4

（
6.

24
）

22
9

（
6.

09
）

22
4

（
6.

10
）

22
4

（
8.

85
）

32
5

（
8.

47
）

31
1

（
8.

78
）

32
3

と
う

も
ろ

こ
し

20
04

（
2.

67
）

10
5

（
2.

83
）

11
2

（
3.

02
）

11
9

（
3.

16
）

12
5

（
3.

00
）

11
8

（
2.

86
）

11
3

（
2.

36
）

93
（

2.
25

）
89

（
2.

14
）

84
（

2.
06

）
81

（
1.

99
）

78
（

2.
00

）
79

（
シ

カ
ゴ

，
イ

エ
ロ

ー
・

コ
ー

ン
N

o.
2，

期
近

も
の

）
20

05
（

2.
00

）
79

（
2.

00
）

79
（

2.
14

）
84

（
2.

08
）

82
（

2.
08

）
82

（
2.

22
）

87
（

2.
37

）
93

（
2.

15
）

85
（

2.
04

）
80

（
2.

02
）

80
（

1.
93

）
76

（
2.

02
）

80

20
06

（
2.

13
）

84
（

2.
23

）
88

（
2.

24
）

88
（

2.
37

）
93

（
2.

45
）

97
（

2.
38

）
94

（
2.

44
）

96
（

2.
30

）
91

（
2.

42
）

95
（

3.
03

）
11

9
（

3.
56

）
14

0
（

3.
70

）
14

6

20
07

（
3.

91
）

15
4

（
4.

11
）

16
2

（
4.

02
）

15
8

（
3.

62
）

14
2

（
3.

70
）

14
6

（
3.

81
）

15
0

（
3.

26
）

12
8

（
3.

31
）

13
0

（
3.

51
）

13
8

（
3.

69
）

14
5

（
3.

69
）

14
5

（
3.

86
）

15
2

20
08

（
5.

08
）

20
0

（
5.

01
）

20
3

（
5.

56
）

21
5

（
6.

06
）

23
9

（
5.

91
）

23
6

（
7.

33
）

28
8

（
6.

47
）

25
5

（
5.

30
）

20
9

（
5.

62
）

22
1

（
3.

88
）

15
3

（
3.

86
）

15
2

（
3.

75
）

14
8

20
09

（
3.

65
）

14
4

（
3.

63
）

14
3

（
3.

92
）

15
4

（
3.

94
）

15
5

（
4.

17
）

16
4

（
4.

06
）

16
0

（
3.

30
）

13
0

（
3.

19
）

12
6

（
3.

47
）

13
6

（
3.

73
）

14
7

（
3.

91
）

15
4

（
4.

08
）

16
0

20
10

（
3.

72
）

14
6

（
3.

62
）

14
2

（
3.

63
）

14
3

（
3.

64
）

14
3

（
3.

63
）

14
3

（
3.

54
）

13
9

（
3.

92
）

15
4

（
4.

12
）

16
2

（
4.

95
）

19
5

（
5.

63
）

22
2

（
5.

56
）

21
9

（
5.

84
）

23
0

20
11

（
6.

49
）

25
5

（
6.

91
）

27
2

（
6.

36
）

25
0

（
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検

索
し

、
次

に「
調

達
・

入
札

」
の

「
調

達
情

報
・

公
表

事
項

」を
検

索
し

て
、「

契
約

情
報

の
公

表
」

の
「

契
約

に
係

る
情

報
の

公
表

」を
検

索
し

、「
食

料
安

定
供

 
給

特
別

会
計

」を
検
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定
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★
編
集
後
記

読者の皆様、当振興会の広報誌「製粉振興」の内容を、より親しみのもてるものにする
ために、次のような内容の投稿をお待ちしていますので、記事をお寄せ下さい。
また、この広報誌の内容の充実を図っていきた
いと考えていますので、ご意見等がございました
らお寄せ下さい。
・テーマは、小麦や小麦粉製品についての随想、
紹介等と考えていますが、小麦と関係のない趣
味などの話でも結構です
・投稿者名は実名でも筆名でも結構です
・長さは1,200字程度（1頁）とします
・掲載分には薄謝を進呈します

東日本大震災を大災害の筆頭として、ここ数年異変ともいえるほど多種な災○○

害が連続している。そのため、出来事に驚愕をあまり感じなくなってきている

ような気がする。9月、台風16号が西日本を通過。最大級の暴風雨が全国に影

響を与えた。しかし、夏前の記録的な豪雨とその被害が目に焼きつき、更に真

夏の猛暑の余韻が身体に残っており、災害に対するイメージが麻痺している感

じだ。その一方で、竹島・尖閣諸島の問題や中国内のデモの様子をTVで見る

につけ、驚愕とは別の次元の、非常に腹立たしさを感じた。

先月開催の理事会、評議員会において、当会の一般財団法人移行の手続きに○○

関して承認をされました。これにより年内に申請手続きを進めたいと考えてい

ます。� �

○関連書類等の作成は、希薄な情報の中での作業でした。その作業の中で、記

載する内容の適否の仮説を確かめるため、堂々巡りの議論をしたことがありま

した。情報による確証がなく、自分の持つ先入観による情報等を肯定的に証明

しようとする確証バイアスの心理だったわけです。� �

○先頃、業界紙の中で確証バイアスのことが書いてあるのを目にしました。そ

こでは確証バイアスの罠という言葉で自省を促していた。

秋以降、麦に関する多くの課題が待ち構えていますが、検討においては偏っ○○

た情報や先入観の補強に走ったり、反する情報を軽視したりしては罠に陥るこ

とになるかもしれない。

「
コ
ナ
ち
ゃ
ん
」

（マスコットの小麦粉の精）

─「ソフト＆ハード」（読者の欄）への投稿のお願い─
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